
 －39－ 

令 和 ２ 年 

 

赤平市議会第３回定例会会議録（第２日） 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（若山武信君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、６番北市議員、９番東議員を指名い

たします。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（井波雅彦君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第３ これより一般質

問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、新型コロナウイルス感染症対策

について、２、社会福祉法等の改正について、議席

番号５番、五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 おはようござ

います。議席番号５番、五十嵐美知。通告に従いま

して、一般質問を行いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 件名１、新型コロナウイルス感染症対策について

でありますが、世界の新型コロナウイルス感染者数

はＷＨＯの現在値でありますけれども、2,700万人を

突破し、死者数は88万人を上回るなど、世界中の人

々の命と暮らしを脅かしております。この感染症の

拡大により、感染された多くの皆様、またお亡くな

りになられた方々にお見舞いとお悔やみを申し上げ

るものでございます。そして、世界経済は大きな打

撃を受け、国内において国民生活も経済への影響は

深刻さを極めております。 

 そこで、項目１の感染症対策の施策の進捗状況に

併せ市長の市内企業訪問についてでありますけれど

も、国による地方創生臨時交付金の交付限度額は当

市では一次、二次を合わせ４億2,496万8,000円であ

ります。要旨１にありますように、当市独自の新型

コロナウイルス感染症対策関連事業として本年４月

より感染症予防対策や経済対策、生活支援に教育環

境の整備、医療体制の確保などに取り組まれてきた

と思いますが、その進捗状況についてまずは伺って

おきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新型コロナウイルス感染症対

策における各施策の進捗状況についてでございます

けれども、いまだ新型コロナウイルス感染の終息が

見えず、今後はこの状況の中、コロナウイルスとの

共存も視野に新しい生活様式を考えながら生活を営

まなければならないと考えているところでございま

す。そのような中、当市のこれまでの取組のうち市

独自のものとして、まず感染症予防対策といたしま

しては市庁舎をはじめ、市内各施設における消毒液

の設置や飛沫防止用スクリーンの設置等を行い、医

療機関や福祉施設、飲食店等に対する消毒液やマス

ク等衛生資材の整備に対する助成のほか、防災対策

として消毒液やマスク、避難所の換気用の扇風機の

整備等を行うなど、総額2,764万9,000円となってご

ざいます。 

 次に、経済対策といたしましては、４月に実施い

たしました市内飲食店等への緊急支援に始まり、中

小企業等の事業継続と雇用確保を支援するための中

小企業等事業継続支援金、市民への生活支援として

の側面も持ち合わせた市内消費喚起、地域経済の活

性化を目的としたオールあかびら！たすけ愛商品券

の発行など、総額２億982万8,000円となっておりま

す。 

 次に、生活支援対策といたしましては、国民健康

保険被保険者等に対する傷病手当金や傷病給付金、
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妊婦、新生児への特別給付金の実施など、総額406

万5,000円となっております。 

 次に、教育環境の整備に関しましては、幼稚園や

各学校における感染拡大防止対策や小学校及び中学

校のＧＩＧＡスクール構想の実現に関する事業、コ

ロナ禍における教育の確保に必要となる備品等の購

入など、総額5,580万7,000円となっております。 

 次に、医療体制の確保といたしましては、院内に

おける感染防止対策として原則入院患者への面会の

禁止や入院患者の外泊の禁止、外来院内トリアージ

や患者のマスク着用の徹底などや感染対策マニュア

ルにのっとった対策を実施するほか、発熱外来を実

施するための施設の改修など、総額568万7,000円と

なっております。 

 以上、新型コロナウイルス感染症対策に係る当市

の主な対応の状況とそれらに関連した予算の編成の

状況につきまして８月臨時会までの総額で３億303

万6,000円、地方創生臨時交付金の充当額は２億

5,311万8,000円となっております。 

 現在執行されている事業については、今後も継続

しなければならないこと、また新たな対策などの検

討を進めなければならないものと考えております。

そのようなことから、これからの新生活様式を取り

入れ、市民生活の支援、経済活動を維持するための

企業支援を考えながら新型コロナウイルス感染対策

に取り組んでまいりたいと思いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 今お答えいた

だきまして、市独自の感染症予防対策は消毒液や飛

沫防止用のスクリーンの設置とか、マスクとか衛生

資材とかの助成をしたり、また防災対策では衛生資

材だとか、避難所の換気用の扇風機だとか、そうい

う整備で総額2,764万9,000円と、さらに経済対策で

は飲食店などへの緊急支援とか、中小企業等継続支

援金、またたすけ愛商品券の発行で総額２億982万

8,000円、さらに生活支援では総額406万5,000円、そ

して教育環境の整備では総額5,580万7,000円、そし

て医療体制の確保では総額568万7,000円ということ

で、８月臨時会までの総額は３億303万6,000円で、

そのうち地方創生臨時交付金の充当額は２億5,311

万8,000円であります。現在の進捗状況は理解いたし

ましたけれども、臨時交付金の残額はあと約１億

7,000万ぐらいですか、そこで答弁にありましたけれ

ども、現在執行されている事業について今後も継続

していかなければならないことと新たな対策などの

検討を進める考えに併せて、市民生活の支援と経済

活動を維持するための企業支援を考えながら感染対

策に取り組むということでありますけれども、状況

に応じて基金や一般財源の投入も辞さない考えなの

か、その点だけ確認させてください。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 一般財源の投入も辞さない考

えなのかということでございますけれども、新型コ

ロナウイルス感染症、先ほど申し上げましたとおり

終息が見通せない、長期化するということも予想さ

れておりますことから、様々な対策や支援が必要で

あるというふうに考えているところでございます。

必要な事業につきましては、財政調整基金の投入な

ど財政状況を踏まえた上で総体的に検討してまいり

たいと思いますので、ご理解いただければと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 そうですね、

財調もまだちょっとありますから。私は、やっぱり

雇用を守ることは生活の基盤でありますので、ぜひ

この点、市長、よろしくお願いいたします。 

 次、要旨２のコロナ禍の時代になって当市の経済

活動では、多くはものづくりのまちであります。人

々の活動が自粛ムードにより、企業の皆様は本当に

大変厳しい状況に置かれております。８月18日に緊

急要望書が赤平商工会議所とエースグループより出

されておりますが、当市独自の支援策の在り方も現

状を把握した上での対策が重要と思っております。

市長の企業訪問はどのようになっているのでしょう

か、企業の現状も含めて伺います。 
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〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新型コロナウイルスの影響に

よる企業の状況ということでございますけれども、

これまで担当課でも産企協や建設業協会等へのアン

ケート、持続化給付金や雇用調整助成金の状況の聞

き取りを行っておりまして、また私といたしまして

も三水会等のお話の中で飲食店や商店、企業の情報

をお聞かせいただいてきたところでございますけれ

ども、このたびエースラゲージをはじめグループ各

社から緊急要望書ということで頂きまして、改めて

私のほうで幾つかの企業にお話を聞きに行ってまい

りました。製造業をはじめ、建設業など業種により

影響の度合いが違いますけれども、それぞれ何かし

らの影響が出ているというお話でございまして、飲

食店等については会食での感染、これが多いという

報道の後、お客様が来ないという状況となっており

ますけれども、徐々にお客様のほうも見えていると

いうことでございました。建設関係に関しましては、

影響はそう大きくはなく、仕事自体はピークを迎え

ておりまして、現在よりも今後の見通しがどうなる

のかということが心配であるというご意見でござい

ました。製造業は、特に観光関連につきまして県を

またぐ旅行の自粛ですとか、海外への渡航の規制な

どに加え、Ｇｏ Ｔｏ トラベル事業の最大の消費

元となります東京都が対象外というふうになるなど

影響が大きく、深刻な状況が続くということがうか

がえると思います。このような状況の中、市といた

しましても３月から８月までの売上げが前年と比べ

20％以上減少している事業者への支援であります中

小企業等継続支援金につきまして９月以降も期間を

延長し、速やかに追加支援することを考えてござい

ます。今後につきましても中小企業や小規模事業者

の声を聞きながら、必要な支援を検討してまいりま

すので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまお聞

きして、市長は三水会などの状況を把握した中でコ

ロナ禍の感染症対策を行ってきたということであり

ます。緊急要望書が出されてから関係企業に出向か

れたようでありますけれども、私は春にアンケート

の結果を踏まえて早い段階で現場の声を聞いて対策

に生かしていくべきだったのではないかなと思って

いますが、今答弁で今後は中小企業や小規模事業者

の声を聞きながら必要な支援を検討するということ

でありますので、そこで今後取組の一つの考えとし

てコロナ対策は長期化も予想されている中でエース

グループの雇用数は300人弱と聞いております。そこ

で、当市の中小企業等を守るとの力強いメッセージ

を込める意味において、中小企業等事業継続支援金

にコロナ特別枠を創設して取り組んではどうかと思

いますので、今後の参考にしていただきたいと申し

上げておきますので、よろしくお願いいたします。

コロナ特別枠です。よろしくお願いします。 

 次、項目２、新しい生活様式について伺います。

新しい生活様式に向けた諸施策の取組についてであ

りますけれども、新型コロナウイルスの感染症の発

症によって元の生活には戻れないということであ

り、今後の生活はマスク、手洗い、人との距離を取

り、３つの密を防ぐ新しい生活様式を築くため、地

方移住を含めたビジネスや経済活動が動き出してい

ます。今後は、新しい生活様式を定着させるための

具体的な施策を当市においても推進し、決して後戻

りをしない自立的な地域社会を構築していく必要が

あると思います。国も新たな日常の構築の原動力と

なるデジタル化への集中投資、社会への実装とその

環境整備を進めていくとしており、特にデジタルガ

バメントは今後１年間が改革期間であるといわゆる

骨太の方針にも示されました。また、内閣府が示し

た地域未来構想20の中でコロナ禍だからこそできる

事業、ピンチをチャンスに変える施策が紹介されて

おります。 

 そこで、今回は要旨に掲げたものに絞って伺って

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。要旨１の町内会活動は、これまで地域を中心に

した高齢者、子育て家庭などの見守りや支え合いの

地域社会を築いてきましたが、コロナ禍の時代にな



 －44－ 

って新しい生活様式が求められています。そこで、

３つの密は、密集、密接、密閉であり、避けなけれ

ばならないわけでありますが、感染症対策をしっか

り取った上で少しでも地域活動ができるようにして

いくことが大事ではないかと思います。そこで、利

用者名簿の設置や非接触型の検温器にマスクを忘れ

た人のためにマスクの設置、消毒剤、そして換気で

あります。当市では、６月末に各町内会へ手指消毒

剤の支援をしておりますが、会館の台所には換気扇

の設置はされていますが、それ以外は密封空間にな

る生活館もあると思いますので、今後の町内会館の

感染対策の環境整備についていかに考えていかれる

のか伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ただいまお話にもございまし

たけれども、新型コロナウイルス感染症対策から総

会の開催をすることができなかったことなど、町内

会の活動にも影響が出ているところでございます。

このような中、各町内会におきましては新北海道ス

タイルの実践や定着に向け、その取組を進めており、

既にご協力をいただいておりまして、現在手指消毒

剤の補填分の支援等を行っているところでございま

す。なお、地域コミュニティセンターや生活館等に

つきましては、指定管理の更新のため、現在各町内

会と調整しているところでございまして、施設の必

要な整備につきましてはブロック会議など、これま

で同様町内会の意見をいただきながら進めてまいり

たいと考えております。また、これまでの町内会へ

の補助金につきましては、使途を限定しておりまし

たけれども、今年度から町内会活動に広く使われる

よう交付金化してございますので、新型コロナウイ

ルス感染症対策を含め有効にご活用いただきたいと

考えております。 

 以上、よろしくご理解いただきますようお願い申

し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 今のお答えで

大体の予測はつきましたけれども、地域コミュニテ

ィセンターや生活館は指定管理の更新のために現状

各町内会と調整しているということでありますけれ

ども、そこで２点ほど市長の考えを再度伺いたいの

ですけれども、まずは今後使用する会館についてコ

ロナ禍の時代に合わせた会館の施設整備として換気

をよくする取組をどのように考えているのかなと。

比較的新しい生活館であると、換気扇がついている

ところもあるかもしれませんけれども、多くはつい

ていないところが多いのではないかなと。そしたら、

今までの時期は、網戸があれば窓開けて換気ができ

ます。ですが、冬になったら、そうは簡単にいかな

いのです。だから、扇風機がなければ、やっぱり密

閉になってしまうのです、会館は。そこの環境整備

をどのように進めていくのかなと。残す会館につい

ては、必要ではないかなと思うのですけれども。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 各町内会館等の今後の環境を

よくする取組といったことだったというふうに思っ

ておりますけれども、各町内会の中には網戸等の関

係ですとか換気扇もついているところもあるとは思

うのですけれども、十分な換気ではないというご指

摘だったというふうに思います。私どもといたしま

しても町内会の役員の皆様方と意見交換しながら、

どういった方法がいいのか、ただ新型コロナウイル

ス、この後終息が見通せないという状況もございま

すので、そこにつきましても町内会の活動等もどう

いうふうになっていくのかといったことも併せて考

えてまいりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 今までのよう

な生活には戻れないのです。ですから、密を避けて、

密閉をなくしていかないといけないわけですから、

少しでも地域の方々が安心して会館を使えるように

すべきだと私は思うのです。それを導くのは、行政

です。町内会で考えてくださいではないです、やっ

ぱり。会館は、指定管理でもって町内会にお願いし

ているわけですから、その点よろしくお願いします。 

 ２点目としては、利用者名簿の設置と非接触型の
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検温器の設置にマスクを忘れてきた人への対応など

では、お答えでは町内会に補助金として使途を限定

しない交付金化をしていると、それで感染症対策を

含め有効に活用していただきたいとございましたけ

れども、地域活動を町内会の皆さんが今言ったよう

に少しでも安心してもらえるように役所として対策

の在り方などを導いていくべきではないかなと。例

えば役員会、何人かで集まる、そういうときにだっ

て必ず私もやっているのですけれども、マスクを忘

れてくる人がいるのです。私、その人のために自分

で用意して渡すわけです。ですから、そうではなく

て、そういったことも会館に設備しておくことも大

事でないかなと思います。ですから、町内会の皆さ

んと会館を少しでも安心して使えるようにぜひ意見

交換して、そういう導きもしてほしいなと思います。

また、会館のトイレなんかも、役所とか公共施設の

トイレには感染症対策として便器の蓋をしてから水

を流してのチラシなんか貼ってあります。あれだっ

て町内会に役所から作って貼り出すように渡しても

いいのではないかなと思うのですけれども、この点

はいかがでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 利用者の方に少しでも安心し

て利用いただくということも大事ではないのかと、

また対策等についても市として導いていくべきでは

ないのかといったことであったというふうに思いま

す。役員会等でマスクを忘れられる方、また役員会

以外でもやはり忘れられる方というのはいらっしゃ

るかというふうに思っております。そういったとこ

ろで使途を限定していない交付金化を行っておりま

すので、ぜひともそちらのほうを活用していただき

たいと思います。 

 また、トイレの感染対策について蓋を閉めていく

ということでございますけれども、町内会のほうに

十分周知しているつもりではございますけれども、

なかなか徹底するということは難しいのかと思いま

す。今ご指摘あったところも踏まえながら、今後検

討してまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 私再質問で言

っていなかったのかしら、例えば会館利用するとき

に利用者名簿、設置今現在されていません、会館に。

利用者名簿も、そこにもし何かあったときに追えま

す。名前書いて、住所書いて、検温して温度書いて、

普通今利用者名簿を作っています。そういうのをち

ゃんとやっていただきたいなと。これからずっとコ

ロナウイルスと付き合っていかなければならないわ

けですから、今赤平が出ていないからとか、そうい

うことではなくて、これでずっといかなければいけ

ないわけですから、いかにして万全に対策を取るか

というところがやっぱり役所の主導がなければ進ま

ないですよと私は思っています。 

 それで、手前みそなことなのですけれども、今年

に入って地域活動も我が町内会も自粛になって老人

クラブも様々な行事など中止になりました。現在は、

どのような対策を講じれば会館の使用も可能なのか

を考えられるようになってきましたので、役所とし

てもコロナ禍の時代に合った地域活動を町内任せで

はなくて一緒に考え、取り組んでいただきたいと思

います。 

 それで、ちなみに私たち町内会は６月から老人ク

ラブの活動を町内会と相談しながら再開しました。

以前みたいにたくさん集めて何かできるかといった

ら、それは本当にできないのです。けれども、いろ

んなことを想定して万全になるにはどうしたらいい

かを考えました。やっぱり会館に行きたいという高

齢者がいるのです。たまに集まりたいと。その人方

のためにどうしてあげたらいいのかを考えました。

相談した結果、現在は長いテーブルに端と端に２人

座ります。だけれども、気がつけばお互いにだんだ

ん耳の聞こえが悪くなってきて大きな声でしゃべり

合うのです。それで、今度しようがないから、パー

ティション作りました、卓上の。パーティションを

作って、町内会と折半して20卓作りました。コの字

形ですから、自分だけですから、そこの中でお茶を

飲んだり、食事をしたりできるようにしています。
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しっかり距離を取って前も気にしなくていいし、横

も気にしなくてもよくなります。そうやって会話も

楽しめることもここで１つ紹介しておきたいなと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 要旨２、社会教育施設等の感染症対策として入り

口に消毒剤の設置と利用者名簿として氏名、入室時

間、市町村、日中連絡できる電話番号、発熱、せき、

たんの記入がありますが、検温器設置はされており

ませんし、施設を借りる場合でも検温器の貸出し用

はなく、借りる側が用意する状況にあります。新た

な日常の構築に向けた感染拡大を防ぐ取組がされて

いる部分と未完全な部分もあるのではないかと思い

ます。さらに、多くの人が集まる場所の水道やトイ

レ、ごみ箱など手を触れずに済ませることができる

自動化の推進や工夫など、当市においても生活上の

リスクを下げるための取組を推進すべきと思います

けれども、お考えを伺います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 現在社会教育施設をご利

用する方には、自身の体調、具体的には熱、せき、

たんの有無となりますが、申告をしていただき、新

型コロナウイルス感染防止に努めているところであ

ります。社会教育施設では、非接触型体温測定器を

所持しておりませんが、市では災害時の備蓄品とし

て本年度備蓄する予定となっております。備蓄後、

社会教育施設へ貸出しも可能とのことでありますの

で、団体利用及び個人利用での貸出しを予定してい

るところであります。また、非接触化の取組につき

ましては、社会教育施設に足踏み式の消毒設備を設

置したところでありますが、水道の自動水栓など非

接触化についても今後市の新型コロナウイルス感染

症対策本部で協議するなど、引き続き新型コロナウ

イルス感染防止に努めてまいります。よろしくお願

いいたします。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまお答

えいただきまして、当市の社会教育施設の感染症対

策は利用者の自己申告で行っているということであ

ります。非接触型の体温測定器は所持していない、

そして災害時の備蓄品を今後社会教育施設で貸出し

を予定しているということでございますけれども、

教育長、コロナ禍の時代はこれからずっとこの生活

なのです。ですから、災害時の備蓄品を今後社会教

育施設へ貸出しを予定していますけれども、もう以

前の生活には戻れないわけでありますので、新しい

生活様式に新たな日常を取り戻すことでありますの

で、いつまでも貸出しを受けるのではなくて、社会

教育施設で所持して利用者名簿の熱の有無も温度を

ちゃんと記入して、その基本に沿ってしっかりとし

た感染症対策に取り組んでいただきたいと思います

けれども、教育長、どう思いますか、いつまでも借

りていきますか。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 非接触型の体温測定器、

所持しておりませんけれども、災害時の備品として

備蓄するということで、しばらくはそれを使ってい

こうかなと考えております。また、今後においてそ

のものがまた更新しなければいけないとか、また新

たに設置しなければならない箇所が増えるというこ

ともございますので、そのときに検討してまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 それこそ今急

いで物が手に入らないから、当分の間貸出しを受け

ていくというのであれば理解できますけれども、や

っぱりいつまでもそういう考え方ではなくて、社会

教育施設で自前のものをきちんと設置しておく、そ

ういうことをちゃんとやっていただきたいです。で

ないと、施設行っても安心できないです。温度調べ

ないで、自分で熱ないのかあるのか判断して丸つけ

るというのもおかしな話です。ですから、ちゃんと

やっぱり社会教育施設が安全で安心して使えるよう

に、これやっているところあるのですから、利用者

名簿と一緒に検温器を貸し出して、そしてそこで熱

を測ってちゃんとメモしていくと、そうやって取り

組んでいる施設もあるのです、社会教育施設で。だ
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から、やっぱりそこで会議やっても安心です。だか

ら、どこか借りて会議やっても打合せやっても検温

器なければ自分たちで持っていけるところはいいで

す、団体が。でも、ない団体のほうが多いのではな

いですか。そういうのも考えたら、やっぱりきちっ

と自前で持っていけるように、教育長、取り組んで

ください。よろしいですか。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） ちょっと検討させていた

だきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ぜひ感染症対

策でありますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、この感染症対策として手を触れずに済ま

せることができる自動化については、今後対策本部

でしっかりと取り組んでほしいなと。それこそ水道、

蛇口ひねらなくても手やったらぱっと出てくる、あ

ります、水道の蛇口。ああいうのが随時少しずつ替

わっていけばなと、一遍にできなくても計画を立て

て。コロナ禍の時代になったわけですから、そこと

向き合っていくためには水道も蛇口をこうやってや

ったってやっぱりウイルスついていたら危ないでは

ないですか。だから、やっぱり自動化でちゃんと洗

えるようにしていただきたいなと。そこで、対策本

部としてもしっかり取り組んでほしいなと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 要旨３、ＩＴの浸透が人々の生活をあらゆる面で

よりよい方向に変化させるデジタルトランスフォー

メーションによって地域の価値を高めていくことに

より、交通などアクセスしやすいサービスを地域限

定で整えたり、空き家を利活用したワーキングスペ

ースの整備や住宅の整備などを通して誰もが住み続

けられるまちづくりを実現すべきと思いますが、こ

の点の考えを伺っておきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新しい生活様式に向けて諸施

策の取組についてでございますけれども、デジタル

トランスフォーメーションにつきましては進化した

デジタル技術を浸透させることで人々の生活をより

よいものへと変革していくものと認識してございま

す。それを実現するためにＡＩやＩoＴの実用化が進

んでおり、さらに第５世代移動通信システム、いわ

ゆる５Ｇの商用サービスがスタートすることにより

ＩoＴ化がさらに加速するものと考えております。医

療における遠隔診断やスマートホーム、交通におけ

るＭａａＳの活用など生活様式の変革につきまして

は、今後の動きに注視しながら、誰もが便利で住み

続けられるまちづくりを検討してまいりたいと思い

ます。 

 また、空き家を活用したワーキングスペースや住

宅の整備についてということでございますけれど

も、新型コロナウイルス感染症対策として新しい生

活様式の実践例が示されたところでございます。そ

の中で働き方の新しいスタイルとして、テレワーク

やローテーション勤務、時差出勤でゆったりと、オ

フィスは広々と、会議はオンライン、対面の打合せ

は換気とマスク、これらが掲げられたところであり

ます。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大とま

だまだ先が見えない状況において、テレワークやオ

ンライン会議などは急速に広がっておりまして、新

型コロナウイルスの影響で人が密集する都市部から

地方へ移住したいという意識も出ているというふう

に言われております。テレワーク等につきましては、

先進事例なども参考に検討してまいりたいと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 新型コロナウ

イルスの世界的な感染拡大によって、働き方も随分

進化したデジタル技術によって今は首都圏でなくて

も仕事ができる方々がおります。コロナ禍の時代を

見据えたまちづくりもこの機会を一つのチャンスと

捉えて移住、定住につながるような取組も先進地の

事例も参考にしていくということでありますので、

今後のまちづくりに生かしていっていただきたいな

と。早い段階で今年に入ってから北見市がテレビに

映っていました。テレワークで本州のほうから来て
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いる、Ｗi―Ｆiも設置してあってすぐ仕事ができて

最高ですとその利用されて移住した人はそのように

発言していました。ですから、やっぱりこれからの

日本の在り方も世界の在り方もみんなこんなふうに

変わっていくのだろうなと、そこにいなくても仕事

ができる人たちがいるということですから。ですか

ら、やっぱりこの時代に合ったまちづくりもやって

いっていただきたいなと、そういうふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 項目３、ひとり親への支援について伺います。要

旨にありますように、厚生労働省が７月に公表した

国民生活基礎調査で子供の約７人に１人に当たる

13.5％が貧困状態にあることが分かり、子供の貧困

率の調査は３年ごとに実施されており、今回の結果

は2018年の実態が反映されております。現在コロナ

禍が生活に深刻な影響を与えている状況は、ひとり

親の中でもとりわけ非正規雇用者が多い低所得者で

あります。国では、今年度の第二次補正予算におい

て所得の低いひとり親世帯に対し臨時特別給付を行

いました。当市は、先月の臨時会において令和３年

４月１日までに18歳に達した者に対し１人１万円の

商品券の支給が決まりましたが、ひとり親世帯に対

してさらなる上乗せなど今後の支援に取り組む考え

について伺っておきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ひとり親世帯に対しさらなる

上乗せ等と今後の支援についてでございますけれど

も、ひとり親世帯に対しましては国によりますひと

り親世帯臨時特別給付金にて児童扶養手当が支給さ

れる方、公的年金等を受給し、児童扶養手当の支給

が全額停止される方などに１世帯５万円、第２子以

降１人につき３万円の給付を行い、追加給付といた

しまして家計が急変し、収入が減少している方に対

し１世帯５万円の追加給付につきましては８月の児

童扶養手当現況届の提出の際にご説明申し上げまし

て、追加給付の申請書も併せて提出いただき、ほと

んどの世帯で申請を行っておりまして、今月中に給

付を予定しております。 

 また、赤平市消費活性化特別支援事業でのたすけ

愛商品券においてひとり親だけでなく、子育て世帯

全てに令和３年３月31日現在18歳以下の者へ１人当

たり１万円の商品券の上乗せを実施することとなっ

ており、現在のところひとり親だけに対してのさら

なる上乗せ等は考えておりませんけれども、今後の

経済状況等によりましては必要な支援について総体

的に検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまの答

弁で、たすけ愛商品券のひとり親世帯に対しての上

乗せ等は現在考えていないということであります。

今後の経済状況等によって必要な支援については総

体的に検討したいという答弁でございますけれど

も、この答弁は何を意味しているのかなと私は本当

に理解できないのですけれども、それで私はこのひ

とり親の質問するときに、何軒かのひとり親の方を

知っていますから、行ってきました。それで、その

聞き取りをしている中で、やっぱり一番大変なのは

非正規で働いている所得の低い世帯の親が一番大変

なのだなと。おまけに、ふだんでさえ所得が低くて

やりくりが大変なのに、このコロナ禍の中でより一

層仕事に制約が出たりして生活は本当に厳しいです

と、そういうご意見もあります。この質問の３日前、

７日の日の新聞報道でＮＰＯが調査したコロナで困

窮しているという記事が載っていました。この記事

を読んでも私は本当に感じるのですけれども、なか

なか必死に生活しているからこそ声なき声が届かな

いというか、分からないというか、消されていると

いうか、そんな気がしてとても私たまらないぐらい

つらいです。そういう意味でここは、やっぱり市長

は政治家になったのですから、政治判断でこの冬何

とかそういうひとり親に対して何らかの形で決断は

できないのかなと。商品券については、今現在考え

ていないということですから、やっぱり市長は政治

家としての判断をして決断したらできるのではない

かなと思いますけれども、この点、市長、どのよう

に考えますか。 
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〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ひとり親世帯に対する今年の

冬に向けた支援を考えられないのかというご質問だ

ったと思いますけれども、新型コロナウイルス感染

症の終息の兆しが見えない、見通せない中と、こう

いったことも想定されておりますので、ひとり親世

帯の経済的な厳しい状況というものは認識してござ

います。先ほども申し上げましたとおり、現在国に

よる追加給付事業がちょうど申請、そして支給を行

っている最中でございますことから、今後の状況も

踏まえまして検討してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 今後検討して

いきたいという力強いお答え、最後にいただきまし

たから、ちょっとだけ光が見えたかなという気がす

るのですけれども、ひとり親の大変さを市長も認識

しているということでありますので、私もよかった

なと思っています。ですから、ぜひ何らかの形でひ

とり親の世帯を救っていく道を考えていただきたい

というふうにお願いしておきます。お願いいたしま

す。 

 件名２、社会福祉法等の改正について。地域共生

社会の実現に向けて貧困や介護、孤独などに対応す

る市区町村の相談支援体制を強化する社会福祉法な

どの一括改正法が成立し、断らない相談支援、伴走

型支援が盛り込まれ、誰も置き去りにしない社会を

目指しております。 

 そこで、項目１の必要性高まる包括支援について、

要旨にもありますが、法改正の施行は来年４月から

でありますが、包括的支援の複合的課題としてひき

こもりや介護、貧困と8050の問題やダブルケアも含

めたその相談ごとについて住民に一番近い市区町村

に求められるのは状況を見守り、継続的に関わる伴

走型や訪問型支援になると思いますが、当市の現状

と課題も含め、今後の取組についてお考えを伺って

おきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 社会福祉法等の一部改正が行

われまして、地域共生社会の実現に向け、市町村に

おいて既存の相談支援等の取組を生かしつつ、地域

住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制

の整備を行う新たな事業及びその財政支援等の規定

が創設されたところでございます。当市の現状とい

たしましては、高齢分野、障がい分野、子供分野、

生活困窮者の分野ごとに行政の相談窓口は分かれて

おりますけれども、複合的な問題に対しましては随

時関係課が連携し、対応しているところでございま

す。また、必要に応じ、警察、医療機関、弁護士、

生活サポートセンターなど他の関係機関とも連携を

取り、対応しているところでございます。 

 課題といたしましては、家族介護力の低下、生活

困窮、健康問題など、いわゆる生活課題が複合化、

潜在化しており、既存の制度だけでは対応が困難な

事例も見られております。また、本人のみでなく、

家族単位を問題として抱えている方もいらっしゃい

ますし、相談内容が多様化、複合化しておりまして

相談支援に時間がかかっているところでございま

す。失業、ひきこもり、8050、そして7040問題につ

いては、先ほど申し上げましたように課題が潜在化

しており、特にひきこもりはデリケートな問題でも

あることから、実態は把握できていないというのが

現状でございます。今後といたしましては、属性や

世代を問わない相談支援など、どの窓口においても

住民から相談を受け止められる仕組みづくりについ

て検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまの答

弁で、なかなか来年の４月から法が施行されてもそ

れに沿っていけないものなのだなと、課題聞いてい

てもそう思います。しかしながら、地域共生社会の

実現に向けていくことについてもなかなかそう簡単

でないことは、私も分かります。しかしながら、地

域住民にとっては役所が頼りですので、役所内の組

織体制や地域住民、また民間団体との連携、さらに

窓口の一本化も考えられるのではないかなと、仕組
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みとしてやろうと思えば私できると思います。なぜ

かといったら、高齢者に対応した地域包括支援セン

ターもありますから、やっぱりケースワーカーさん

もしっかりいて、それぞれに担当ではいると思いま

す、生活保護なんかでもそうですから。ですけれど

も、市民の方が何かあったときに役所に行って相談

してこようという、そういうところまでまだいって

いないのです。だから、それをどうやったら進むの

かというところがやっぱり肝なのではないかなと。

ですから、地域との連携がやっぱり大事ですし、そ

ういう意味ではぜひこんなことも含めて整理整頓し

ながら取り組んでいっていただきたいなと、このよ

うに、市長、私は思いますので、ぜひよろしくお願

いいたします。 

 では、これで質問終わります。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩といたします。 

（午前１０時４９分 休 憩） 

                       

（午前１１時００分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序２、件名１、エネルギーシフトについて、

２、行財政改革について、３、新コロナウイルス感

染対策について、４、教員の働き方改革について、

５、小中学校における新コロナウイルス感染症対策

について、議席番号４番、鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 質問に関連いた

しまして資料配付したいと思うので、よろしくお願

いいたします。 

〇議長（若山武信君） 資料配付を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１１時０２分 休 憩） 

                       

（午前１１時０２分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、議席番号４番、鈴木明広、質問いたしますの

で、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 まず最初に、件名の１、エネルギーシフトについ

て、項目１、太陽光発電について、これはちょっと

長い質問なので、その前にちょっとだけサマリーを

申し上げますと、私はエネルギーシフトで太陽光発

電はポジティブな方向で導入すべきだという立場な

ので、その旨ご考慮いただきながら質問をお聞きい

ただきたいと思います。 

 まず、グローバルな気候変動が進行している中で

新型コロナウイルスが世界を直撃して、同僚議員か

らも質問がございましたように大変な経済的な情勢

でございます。アフターコロナにおける経済再興に

向けてＳＤＧｓ、持続可能な開発目標に対する注目

が高まっております。ヨーロッパでは、コロナ禍後

の経済復興政策において化石燃料から再生可能エネ

ルギーへのシフトを最優先するグリーンリカバリー

が打ち出されております。恐らく世界的にこの流れ

が趨勢を占めて、これを無視したアフターコロナの

経済復興政策は成立しないのではないかと思われま

す。政府は、Ｇｏ Ｔｏ キャンペーンのようなＶ

字回復を望むような前のめりで近視眼的な政策は、

カンフル剤にすぎないと私は考えております。した

がいまして、中長期的な視点に立脚した政策に基づ

き、自治体が積極的にエネルギーシフトに取り組む

社会変革が必要であると考えております。 

 再生可能エネルギーの総発電量に占める比率は、

2014年の12.1％から2019年には18.5％と上昇の一途

をたどっております。なかんずく再生可能エネルギ

ーの中でも太陽光電の占有率はトップを占めてお

り、全電力量の容量比におきましては2014年は1.9

％であったものが2019年には7.4％と約４倍に伸び

ております。本年７月３日に梶山経産大臣は、二酸

化炭素を多く排出する非効率石炭発電所を動かせな

くする規制導入を明らかにしました。また、福島第

一原子力発電所の事故の処理がほとんど進まない中

での原発再稼働は、国民的なコンセンサスを得るに

は世論動向からハードルが高いというのが現状で
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す。トイレなきマンションと呼ばれる原発の使用済

みの核燃料のごみを10万年という途方もない長期間

保管先へ自治体が立候補することでさえ、最近の報

道からお分かりのように地域社会に非常に暗い影を

落とすということを考えますと、脱炭素社会の構築

のためには太陽光発電設備の拡充が重要な役割を担

うことになるのは火を見るより明らかであります。 

 新型コロナウイルスが世界経済に未曽有の深刻な

打撃を与えています。コロナ禍克服のための経済刺

激策の情報を分析しているイギリスの研究機関の報

告によりますと、主要国の経済刺激は総額11.4兆ド

ル、約1,376兆円に上り、そのうち３割の3.5兆ドル、

371兆円が環境を重視したグリーン関係に使われて

おります。とりわけ欧州委員会の次世代ＥＵのほぼ

全ては、グリーンであるとされております。これほ

どの大規模な国策事業は、ＥＵ域内経済にインパク

トが大きくなるのは必至であると思われます。した

がいまして、本邦におきましてもコロナ禍から経済

復興戦略として世界的な潮流に沿ったエネルギーシ

フトは世論の高い支持を得られるのではないかと思

われます。さらに、再生可能エネルギーの事業規模

拡大のポテンシャルは地方が高いと言われておりま

すから、私といたしましては当地におきましては太

陽光発電事業者の参入を呼び込むことは地域経済の

活性化には欠かせないと思う次第であります。赤平

市は、積極的に太陽光発電事業を進めるべきである

と思います。 

 そこで、３点、まず１番目には現況での赤平市に

おける太陽光発電の利用の実態、２番目といたしま

しては太陽光発電導入における国、地方自治体の助

成金の在り方、３番目といたしましては太陽光発電

新規参入の障壁となるおそれがある環境アセスメン

トに関して、全国並びに道内における太陽光発電に

使用するソーラーパネル設置に関しての規制を求め

る議会の動向や条例についてお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 2020年３月末時点の太陽光発

電設備導入状況でございますけれども、10キロワッ

ト未満が17件、50キロワット未満が18件、合計35件

でございまして、50キロワット以上の発電設備はな

いという状況になっております。 

 次に、太陽光発電導入における補助制度でござい

ますけれども、住宅用太陽光発電導入支援対策費補

助金がございましたが、2013年に終了しており、現

在は自家消費を目的とした場合、二酸化炭素排出抑

制対策事業費等補助金が活用できるとされておりま

す。また、当市においては、あんしん住宅助成事業

として太陽光発電システム対象工事費100万円以上、

助成率は出力１キロワット当たり６万円、限度額20

万円で、新築住宅を含めた全住宅を対象として助成

を行い、このほかに再生可能エネルギー発電設備に

対する固定資産税の軽減制度も行っております。 

 次に、道内における太陽光発電に関する条例制定

の動向でございますけれども、古平町が３月13日に、

厚真町が９月１日から施行されており、安平町が制

定予定としているとの情報でございます。一方で、

資源エネルギー庁でもガイドラインが改訂されまし

たことから、小樽市では資源エネルギー庁のガイド

ラインを補完するものとして小樽市太陽光発電施設

の設置に関するガイドラインを太陽光発電施設の設

置をめぐるトラブルの未然防止を目的として策定

し、令和２年５月１日から施行しております。ガイ

ドラインにおいて再生エネルギー設備に関して対応

している道内市町村は、27団体となっているところ

でございます。そのようなことでありますが、当市

においては庁内関係部局で情報共有をし、体制を整

え、条例、ガイドライン等の制定を進めてまいりた

いと考えております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 冒頭で述べまし

たのは、私は太陽光発電をどういうふうに赤平に取

り入れていくのだという観点からの質問であるとい

うことなので、このお答えというのはまさに資料に

のっとった答えで、そのままなので、真意が全く伝

わらないので、やる気があるのかどうかが分からな



 －52－ 

いので、再質問ちょっとしてみたいと思います。 

 当市では、今お答えにあったのですけれども、10

キロワットは17件、50キロワット未満は18件で、合

計35件となっています。ただし、空知管内で50キロ

未満であるのは389で、比率は全体で赤平は4.6％に

しかすぎません。多いところを見ますと、夕張郡の

由仁町30で約８％、長沼町38、栗山町38で約10％で

す。人口規模から考えてみましても赤平市は非常に

少ない、逆に言うともう少し発展させる余地はある

ということだと思います。国際エネルギー機関は、

コロナ禍で化石燃料とＬＮＧの需要は落ち込んでい

てピークをもう打つのではないかと、再生可能エネ

ルギーだけは拡大を続けると予想しております。ま

た、政府の関係機関のシンクタンクにおいては、北

海道は太陽光電のポテンシャルは２位であると、そ

うしますともう少し踏み込んだ考えをいただきたい

と思うのですけれども、お答えお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 赤平市として取り組む中身に

ついてだと思いますけれども、公共施設につきまし

てはこれまで太陽光発電システムを設置している施

設はございませんけれども、災害時には早期の対応

として電源の確保が最重要となってくると思いま

す。そのような場合には、太陽光による発電ですと

か、蓄電池による電源の確保は大変有効な手段であ

るというふうに考えてございます。そのようなこと

から、公共施設の改修等を実施する際には、太陽光

発電システムの設置など再生可能エネルギーの導入

を検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 もともと新たな

方針といたしましては、エネルギーの地産地消とい

うのがベースになっておりまして、太陽光発電を使

いますと10キロ未満だったと思いますけれども、３

割は自家消費に使うと、そして地産地消するという

のが入っていて、さらに付加的に災害があった場合

には蓄電池などを充当いたしまして、その災害地に

地産地消のエネルギーを使うということがもう入っ

ているのであるのだから、やっぱり事業者を呼び込

むような方向に行かなければならないと思うのです

けれども、お答えをお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 先ほどもお話ございましたと

おり、太陽光発電については積極的なというお考え

であるというふうに思っております。再生可能エネ

ルギー、その中でも太陽光発電の導入でございます

けれども、化石燃料を使うことで発生いたします温

室効果ガスによる地球の温暖化と、それに伴う気候

の変動による異常気象ですとか、放射性廃棄物の処

理問題など考えますと、これらの再生可能エネルギ

ー、太陽光発電については大変有効な手段であると

いうふうに考えてございます。また、東日本大震災

の教訓から小規模なエネルギーを地域で生産、そし

て地域で使うと、いわゆる先ほどもお話にございま

したエネルギーの地産地消といった仕組み、これら

の構築は強くその必要性は感じているところでござ

いまして、その際災害にも強い自然エネルギーの活

用というものでございますけれども、大変有効であ

ると考えてございます。当市におきましては、公共

施設におきましては先ほども申し上げましたとおり

太陽光発電設備はございませんけれども、市立病院

の病棟の改築に併せまして地中熱のヒートポンプシ

ステムを導入いたしまして燃料費の低減、ＣＯ２の

排出の抑制に努めてきているところでございます。

今後につきましても再生可能エネルギーの活用など

について積極的に検討してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 推進なのか、そ

れとも現状維持なのか、お考えになるということな

のですけれども、私の解釈だとほとんどやる気はな

いように思えるので、議論がかみ合わないので、こ

こで終わりますが、国策事業になるかもしれない太

陽光発電のバスには乗り遅れないほうがよろしいの

ではないかと思います。 

 続きまして、件名１、項目２、ごみ発電について
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お伺いします。ごみ発電は、二酸化炭素排出係数の

小さいグリーン電力の一つであり、脱炭素に貢献で

きるエネルギー源であります。地域のグリーン化、

低炭素化に果たす役割が大きく、社会に有効に活躍

できるシステムであると言えます。当市は、５市９

町における中・北空知廃棄物処理広域連合、通称中

・北空知エネクリーンに所属しておりまして、ごみ

焼却時に発生する熱を利用してボイラーで高温高圧

の蒸気をつくり、その蒸気でタービンを回して発電

しております。年間の発電量は、おおよそ１万メガ

ワットアワーぐらいであると思うのですけれども、

質問をまずここで１つお聞きしますと、売電収入は

幾らになるのか、また売電収入は広域連合各自治体

にどのように配分されているのか。 

 北空知エネクリーンに属する自治体は、いずれも

人口減少が進んでいるので、燃やせるごみの総量が

減少傾向にあります。もちろん無駄なごみの量が減

るということは社会通念上よしとすべきところなの

でございますが、ごみの総量が減れば中空知エネク

リーンの焼却炉を稼働しての売電収益を安定させる

ことは将来的に困難さが増すことは避けられないと

思います。令和２年の予算におきましては、ごみ焼

却施設費が約６億2,600万円、公債費が約１億900万

円とその他諸費を含めますと７億900万円ほどの歳

出を見込んでおります。当市は、分担金を払わなけ

ればならないのですが、過疎化が進めば人口１人当

たりの負担が重くなるのは必至であります。そこで、

２番目の質問としては、行政のサービスの質を維持

しながら市民の負担を抑制するためには売電収入を

安定させる方策、またオルタナティブについてお伺

いします。 

 そして、３つ目の質問といたしましては、一般的

にごみ焼却施設の寿命は…… 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員、一問一答という

ことで。 

〇４番（鈴木明広君） 一問一答なのですけれども、

網羅した形で通告してあるので、そのまま読ませて

いただいているのですけれども。 

〇議長（若山武信君） 一問一答でお願いします。

まず、１番目の質疑で。 

〇４番（鈴木明広君） では、そういう形で。 

〇議長（若山武信君） まず、１番目についての質

疑。 

〇４番（鈴木明広君） １番目からということでよ

ろしいですか。分かりました。 

〇議長（若山武信君） 市長、１番目について。 

〇市長（畠山渉君） お話のございました中・北空

知廃棄物処理広域連合でございますけれども、当市

のほか、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井

江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、

秩父別町、雨竜町、北竜町及び沼田町の14の市と町

によって組織され、通称中・北空知エネクリーンと

して砂川地区保健衛生組合、中空知衛生施設組合、

北空知衛生センター組合及び北空知衛生施設組合と

相互に役割分担を担い、連絡調整を図りながら平成

25年４月１日よりごみ焼却施設を稼働しておりまし

て、一般廃棄物の焼却による廃熱を回収し、定格出

力1,770キロワットの蒸気タービン発電機で発電し、

処理施設で使用する電力を賄うほか、余剰電力は電

力会社に売却しているところでございます。発電に

よる効果額でございますけれども、平成30年度の決

算ベースで申し上げますと、長期包括委託契約時に

事業提案により見込まれ、控除されている額が4,205

万7,984円でございまして、さらに契約後導入された

ＦＩＴ固定価格買取り制度などにより4,281万945円

が売電収入として決算されてございまして、このほ

か全発電量の約40％が所内電力に使用されて大きな

負担軽減につながっているところでございます。 

 売電収入が各自治体にどのように配分されている

かということでございますけれども、広域連合規約

において施設の建設に要する経費以外の経費につき

ましては前々年度までの過去３か年、これは平成26

年から平成28年の３か年平均のごみ量割りとなって

おりますことから、赤平市は平成30年度において全

体の約8.8％の負担率となってございまして、平成30

年度の売電収入から逆算いたしますと、売電収入の
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うち約370万円が当市の負担額から軽減されている

額と考えられるところであります。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 発電による固定

買取り制度によって約4,180万円が売電収入と、委託

先の4,200万円ほどがディスカウントされているの

で、総額8,380万円ほど中・北空知エネクリーンに所

属する自治体の住民の負担が軽減されていると、こ

ういうふうなことだと思います。ごみ発電所という

のは、なかなか日の当たらない処理事業で、その中

でも非常にお金を生み出す付加価値であると。年間

370万円ほど、赤平市のランニングコストの8.8％の

負担を和らげているというのは非常に大きいと思い

ます。10年にしますと約4,000万に上るわけですか

ら、行政というのはこのような事業について市民の

皆さんにやっぱり公知していく、知らせていく、敷

衍していかなければならないと思います。 

 続いて、質問の２番目に移ります。行政のサービ

スの質を維持しながら市民の負担を抑制するために

は、売電収益を安定させる方策及びオルタナティブ

についてお伺いします。よろしくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ごみ発電売電収益安定化方策

等についてでございますが、一般廃棄物の処理実績

はここ数年年間２万3,600トンから２万3,800トンで

ほぼ横ばい傾向にありますけれども、昨年度見直し

ました中・北空知廃棄物処理広域連合広域計画にお

きまして人口減少とごみの減量化によりまして令和

２年度２万1,930トンに対して令和６年度において

は２万719トンと約1,211トン、5.5％の減少を見込ま

れております。ＦＩＴ固定価格買取り制度による収

益は、20年間の期限付であり、また政府は生鮮食品

のトレーなどのプラスチック製の容器包装に加え、

文具、玩具などプラスチック製品もプラスチック資

源という新しい区分で家庭から一括回収する方針で

あるという報道にもありますとおり、将来的には電

力収益は減少することは避けられないものだと考え

てございます。そういった中でもできる限り市の負

担軽減につなげるよう、効率的な運転はもちろん、

構成市町を含め、広域連合において設備更新など協

議していかなければならないものと考えておりま

す。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 燃料となるごみ

の量が令和２年の約2.2万トンから令和６年には約

5.5％減少すると、減益というのは免れない。さらに、

政府によるプラスチック資源ごみの一括回収方針が

できれば、将来的には恐らく燃料になるごみの量の

減少に拍車がかかる懸念があると。そうしますと、

少しでも収入があれば市民の負担が減るわけなの

で、担当課長にお伺いしたいのですけれども、売電

収入の減少分を補うためには市民の協力ができるこ

とがあれば、何かお考えありますか。 

〇議長（若山武信君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 先ほど市長が申し

上げましたとおり、実は廃プラの分の処理について

は政府の方針が述べられております。がしかし、い

つ導入するかという部分は、まだ正式回答は来てお

りませんが、廃プラの処理、例えばペットボトル、

これは資源ごみとされておりますけれども、そのラ

ベルについては廃プラスチックということでもって

要は燃やせるごみということで処分できることもご

ざいます。それによっては、区分した形の中でペッ

トボトルについては容器ということでもって高額処

理できることもお伺いしておりますし、さらに今言

った燃やせるごみということである程度はキープで

きるのではないかというふうに考えておりますの

で、そのように区分している実は市町、例えば隣町

の芦別市なんかも実際行われております。そのよう

なところの部分を実際視察しながら、構成市町と十

分協議してまいりたい、こういうふうに考えており

ます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 多分ペットボト

ルなどにあるプラスチックのラベル、これを市民の

皆様に小まめに剥がしていただければ、そのペット



 －55－ 

ボトルが高く売れるということなのだと思われま

す。こういうことも広報等で公知していただければ、

市民の協力が得られることによってごみの収入も安

定するのではないかと思われるので、よろしくお願

いいたします。 

 ３番目の質問としましては、ごみの焼却の寿命は

一般的に約20年と言われておりますが、中・北空知

エネクリーンの計画としての設備の更新時期はいつ

頃になるのかと、また更新費用における現行の交付

措置や補助金、助成金についてお伺いしたいと思う

ので、お答えお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ごみ焼却施設の設備の更新時

期等についてでございますけれども、広域連合にお

尋ねしたところ、受託事業者は契約に基づき長寿命

化を念頭に補修契約、点検計画等に沿って適切な補

修等を実施し、施設の保全に努めていると確認して

ございます。その上で基幹改良工事、いわゆる延命

化工事、または更新の財源として環境省の循環型社

会形成推進交付金並びに一般廃棄物処理事業債を見

込んでいる団体も見受けられ、現段階としては同様

に活用できるのではないかと考えております。 

 なお、当該施設の延命化または更新をどのように

していくかにつきましては、今年度でまだ稼働開始

後８年目ということであり、すぐにということには

ならないというふうに考えておりますけれども、今

後構成市町を含め、広域連合において施設の老朽化

などの度合いを見極めながら協議していくものと考

えております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 なるほど延命化、

まだ８年ぐらいしかたっていないので、将来的には

延命化措置ということもあるのですけれども、最近

やはりグリーンエネルギーの一環といたしましても

ごみ発電というのは実は世界的に非常に重要視され

ておりまして、かつてはごみが邪魔で輸出していた

中国とかが輸入に回る、なぜかというとごみ発電を

使うと、こういうふうなエネルギーシフトが行われ

ております。将来的におきましては、現在日本では

ごみ発電所のプラント輸出に非常に力を入れており

まして、ＡＩを活用しながら非常に効率のよい発電

を使っておるので、私は延命化というよりはこうい

うふうな効率的に発電するものを将来的に組み込ん

でいくのが人口減少が著しい地域にとってはよろし

いのではないかと思います。これでここまでの質問

終わります。 

 続いて、件名２のほうに移らせていただきます。

件名２の行財政改革についてで、項目１で事業別予

算書導入についてなのですけれども、お手元の資料

をざっと見ながらでも分かりやすいので、私の質問

を聞きながらよろしくお願いします。 

 地方自治法の96条は、議決事件として予算の議決、

決算の認定が明記されておるわけですけれども、予

算原案は行政側が提案するものの、それを審議し、

議決するのは議会の使命であります。予算、決算審

議の段階で議会が細部にわたりチェックするには、

かなり詳細にわたって検証する時間と財務諸表を解

析する能力が求められております。予算説明書、以

下予算書と約しますが、議員にとっては赤平市の予

算書は私にとっては非常に分かりにくい内容となっ

ております。予算の細部にわたるチェックができな

い等が障壁となっております。このような問題点が

議会の監視機能を低下するのであれば、行政側への

牽制が利かなくなるという懸念が高くなります。例

えば実際の予算書は、個別の事業別でないばかりか、

人件費が一括計上されているので、事業のコストが

つかみづらいというのが現実です。事業効果を質問

する場合には、個々の項目別支出内容の検証に力点

を置くのではなく、費用対効果の精査に傾注しなけ

ればならないと考えます。 

 松下圭一氏は、岩波書店の「自治体は変わるか」

の著作の中で予算、決算書を現行の款項別と違う施

策との二本立てにするか、款項別の目節を工夫した

施策別にするかのいずれかに組替えさせて議会が目

節の個別施策に立ち入った予算、決算の審議、審査

が実施できるようにすべきであると記しておりま
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す。現行の赤平市の予算説明書では、節は性質別に

区分されておるのでありますが、この方式では財政

支出が効率的か否かを把握することは難しいと感じ

ます。 

 参考資料にありますのは、平成28年度東京都の福

生市の事業別予算書の特筆すべき特徴というのは１

つの事業ごとにフルコストが掲載されている点であ

ります。議員にとっての便宜点は、事業の概要ごと

の必要経費と充当される特定財源や一般財源が事業

ごとに分かりやすく明示されておりますので、費用

の積算の妥当性、事業効果の在り方、財政の効率化、

全額の細目における妥当性の吟味が容易になり、質

問しやすくなることであります。人口減少下では、

年々財源が逼迫して予算の選択と集中は喫緊の課題

であります。資料のような事業ごとの人件費等のト

ータルコストを明示した予算書を使用することは、

行政サービスに対する受益と負担のバランスの最適

化を図り、また税金の使途に非効率をそいでいくと

いう観点からは行財政改革のキーポイントであると

思います。当市においては、ぜひ導入すべきである

と思いますが、お考えを伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 事業別予算説明書の導入等に

ついてでございますけれども、事業別予算は従来の

款項目節による性質別で予算額を表す方法ではな

く、事業ごとに予算を編成する手法となっており、

本市におきましても平成22年度より従来型の予算書

に市の総合計画で定められた事業単位による予算編

成を併せて掲載する形を取り入れて現在に至ってお

ります。しかし、議員ご指摘のとおり当市における

事業別予算につきましては一部の事業を除き、人件

費を職員給与費として一括で計上しているため、事

業ごとの人件費のトータルコストを明示した形式に

はなっていないのが現状であります。事業ごとのト

ータルコストをお示しすることが市の予算執行への

深い理解へと進むことは十分に理解しつつも、事業

規模に応じた職員の割り振りや人事異動のたびに予

算の補正が必要となること、事業のレベルの定義を

どうするのかなど様々な課題を解決しなければなら

ないことが導入できていない理由となっておりま

す。現状では、人件費を除いた事業別予算をお示し

しておりますが、予算をご理解いただくため、予算

書とは別な資料といたしまして当初予算案の概要や

予算審査特別委員会資料など参考となる資料を併せ

て作成しているところでございますが、今後より分

かりやすい形となるよう他の自治体の状況などを参

考としながら検討してまいりますので、ご理解いた

だければと思います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 事業規模に応じ

た職員の割り振りという問題です、まず。あとは、

人事異動時の予算の補正等の問題があるためという

のは、これは議員側から見れば行政の問題だろうと。

こちらは、分かりやすいものを求めているのだと、

そういうふうなところなので、そこは論点がかみ合

わないと思います。 

 それで、もし事業が多いのであれば、事業が多い

と多分議員も私もそうなのですけれども、全て網羅

して詳細にわたって精密にチェックするというのは

非常に難しくなるのでございますから、自治体には

事業を絞って、しかも大きな事業ほど情報が必要な

わけですから、そういうふうなものに細かく新たな

説明書を作ったらどうかと思うのですけれども、財

政課長さん、お答えお願いします。 

〇議長（若山武信君） 財政課長。 

〇財政課長（丸山貴志君） 今ご質問いただきまし

たとおり、いろいろ検討しなければならない部分は

あるかと思いますけれども、市長の答弁のとおり他

の自治体の状況等を鑑みましてなるべく分かりやす

いものを提供できればというふうに考えております

ので、ご理解賜りたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 赤平市のことな

のだから、他市町村は要らないでしょう。そしたら、

議員と話し合う機会を設けていろいろ議論をした上
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で決めていくというのはどうでしょうか、市長さん。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 事業別の予算の内訳というこ

とでございました。今おっしゃっていたのは、全て

のものではなくて、大まかなものについてその事業

ごとにどうかと、中身についてどうなのかというと

ころのご提案だったというふうに思います。私ども

も今公会計の改革等もしておりまして、それぞれの

帳票を作成しておりますけれども、なかなか十分な

ものにはなっていないのかなというふうに考えてお

ります。今申し上げていただきました事業別という

ことであれば、これは鈴木議員のおっしゃっていた

ところと私も同感なのですけれども、例えば施設ご

とという考え方もできますし、事業ごと、いわゆる

公共施設等も含めて、また事業ごとのも含めてトー

タル的にフルコストで比べるとどういうふうになる

のかといったところがやはり重要になってくると思

います。また、予算のみならず、決算ベースにおい

ても、また将来予測についても議員ご指摘のフルコ

ストでの計算というのは非常に重要となってきてお

りますし、そういった将来的なところも計算をして

見通しを立てていけば、その事業が果たしてこの後

どういうふうにしたらいいのかというのはおのずと

答えが見えてくるのではないのかなというふうに私

も考えております。ただ、フルコストというものの

計算というふうになりますと、現状なかなか難しい

ものもございますけれども、私のほうからも担当と

一緒に今後検討してまいりたいと思いますので、ご

理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 なかなか行財政

改革は進みにくいのではないかというふうな含みの

あるお答えだったと思います。 

 それでは、次の問題に移っていきます。項目２、

ＲＰＡの早期導入についてお伺いします。人口減少、

少子高齢化が加速する当市におきましては、将来的

に役所における人材確保が困難になると予想されま

す。人口減少が進んでも自治体による住民サービス

の分野は減ることは想像し難く、人口に見合った総

職員数の業務形態の抜本的な見直しをした上で一般

的ないわゆるお役所仕事と呼ばれますルーチンワー

ク、定型的な仕事のやり方を変えないと住民サービ

スの質の低下が発生するのではないかと憂慮される

ところでございます。 

 ＲＰＡは、総務省の2019年５月におきます実証実

験導入状況調査等における導入効果においては働き

方改革推進、超過時間の削減等が33.2％、業務プロ

セスの効率化が35.7％、他業務への人材の振り向け

が17.5％、人員削減4.8％という効果報告がされてお

り、かなり高いようではあります。また、進取して

ＲＰＡを導入した自治体の効果検証を調べますと、

年間業務時間が大幅に削減されているだけではな

く、作業ミスの減少が実感できたという成果報告も

多く見受けられます。現時点におけるＲＰＡが有効

性を果たす業務は、手順が定型的であり、職員の経

験に基づく直感的な判断を必要としないパターンが

シンプルなものであります。また、年次により短期

的な日次、月次で発生する業務を庁内で選択するこ

とが肝となります。定量効果の高い業務分類は、税

金収納、住民票異動等であります。また、最近では

武蔵野市とＮＴＴ東日本は、ＡＩ―ＯＣＲ、手書き

書類や帳票の文字読み取りを行い、ＲＰＡを活用し、

１日最大6,000件、合計６万8,000件の特別定額給付

金申請情報入力業務を効率化、自動化し、迅速な給

付を実現しました。 

 ＲＰＡのソリューションの市場動向を見ますと、

拡大傾向が顕著であります。ＲＰＡベンダーのホー

ムページを検索いたしますと、導入に際してプログ

ラミングの技術は不必要なフル機能ロボットと実行

専用ロボットの組合せが可能であります。ＩＣＴに

精通した方の意見では、技術的にもハードルはそう

高くないと思われますので、最初はＲＰＡプロジェ

クト組織を立ち上げて対象業務の洗い出しと選定を

行い、日常業務の中で定量効果の高い業務を分類し

た上で上位ランクを絞って早期に導入すべきである

と思いますが、お考えを伺いたいと思います。 
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〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ＲＰＡの早期導入についてで

ありますが、今年度以降ＲＰＡの導入に向けた実証

実験を行うことに要する経費を計上したところでご

ざいまして、現在行財政改革室、総務課にてＲＰＡ

の推進に係るプロジェクトチームを７月10日に立ち

上げたところでございます。内容といたしましては、

作成担当班、効果検証班、事務担当班を設け、それ

ぞれの担当により実証実験、研究、効果検証、導入

に向けた費用対効果などの検証を進めるところでご

ざいます。初めに、ＲＰＡの実証作業には大変重要

なＲＰＡツールの選択でございますけれども、現在

Ｕｉパスのライセンス利用契約を結び、シナリオ作

成の環境を整えたところでございます。ＲＰＡは、

議員ご指摘のとおり日常業務での定量効果の高いも

のの中から優先順位を決めることが重要となります

ことから、庁内での業務分析、担当職員へのヒアリ

ングを行い、実現性、有効性を検証し、実行業務の

洗い出しを進めているところでございます。その中

で財務会計システムで定型的に行われている伝票作

成業務の自動化を選定し、行えるようシナリオ作成

を行い、動作確認と修正作業などを進めているとこ

ろでございます。今後につきましては、ＲＰＡで行

う業務の洗い出しを行うこと、財務会計システムで

の実証実験を進め、関連業務の自動化を中心にＲＰ

Ａを推進することを総合的に検討してまいりますの

で、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 推進をしている

ような感じに受け取れるお答えなのでございます

が、当初の予算は30万円ほどだったと記憶しており

ます。ロボットというのは、相場というのは100万円

から150万円、フルロボット、稼働ロボットが30万円、

50万円ということでございます。大切なのは、シナ

リオといっていわゆるプログラムみたいなものをつ

くって、それでロボットを稼働させるのですが、当

市におきますプロジェクトチームということを調査

いたしますと、いろいろな課の横断的な仕事であり、

職員によりますと片手間でやっているという意見が

ございました。果たしてこれで本当のプロジェクト

チームとまず言えるのかという問題が私はあると思

います。 

 そこで、大切なのは、まず導入を急いで検証結果

を出さないことには次の仕事に進めないわけですか

ら、予算をもう少し多く見積もりましてシナリオ作

成というものを外部にアウトソーシングすることが

私は大切だと思います。人を使ってシナリオをつく

らせる時間というのが非常に私はもったいないし、

そして時間がかかると思います。私は、専門家の意

見を聞いたのですが、そのほうが非常に手っ取り早

いと。実際このＵｉパスを使って成功しました富山

県の南砺市というところの成功例を私は調べました

ところ、シナリオ作成というのはどうも関西地方に

アウトソーシングして、そしてロボットのライセン

スを買って稼働させて４か月で稼働させることがで

きたということがあります。そういう点を考えます

と、早期導入という観点からどのように対応するの

か、お考えをもう一度伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 早期のＲＰＡの導入というご

意見だったというふうに思います。確かに議員ご指

摘のとおり、シナリオというのはＲＰＡでいきます

とプログラムのようなものになります。Ｕｉパスで

いきますと、いろいろなコマンドがございましてク

リックをするとか、何かを選ぶとかというものがツ

ールとしてございまして、プログラミングの知識は

先ほど議員のご指摘にもありましたけれども、プロ

グラミングの技術は要らないものもあるということ

だったというふうに思います。 

 ただ、ＲＰＡについてシナリオの作成について言

えば、プログラミングの知識はあまり要らないと、

簡単にできるというふうには言われておりますけれ

ども、議員は委託をしたほうがいいということなの

ですけれども、確かにシナリオづくりは職員がやる

というふうになりますと、プログラミングの知識は

要らないかもしれないのですけれども、プログラム
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がどういうふうに動くかという基本的なところは承

知していないとなかなかつくるのは今の段階では難

しいのかもしれないです。例えば繰り返し処理です

とか順次処理、それから変数といったプログラミン

グの知識、それの基本的なものが分かっていなけれ

ば恐らくシナリオもつくることはやや難しいという

ふうに考えております。ただ、赤平市が今導入、実

証実験をしているものについては、定型的な作業に

ついてＲＰＡを導入している。ということは、現場

の職員が行っている作業を、人間が行っているコン

ピューターに対しての入力作業等をＲＰＡに模倣さ

せるというのがシナリオの作成になってまいりま

す。 

 ただ、そこも含めて委託ということになりますと、

かなりの金額を要してくるというふうに思います。

ただ、委託をするということであれば、早期に実現、

導入できるというふうには思いますけれども、先ほ

ども申し上げましたとおりその業務がどういったも

のがあるのかといった洗い出し作業がまずは必要と

なってまいります。業務の中で時間がかかっている

もの、職員がどうしても手作業でやって時間がかか

ってしまうものはどういうものなのかといった職員

の業務のボトルネックがどこにあるのかというのを

見極めなければならないと思います。また、その業

務の可視化という作業も必要になってくると思いま

す。その後に、その業務について最適なＩＣＴソリ

ューションは何なのかということも見極めていかな

ければならないと思います。そういったものを経た

後に委託という形を取るのか、それとも今私どもで

考えている内部でつくるといった内製していく作業

のほうがいいのかといったところを今行っている実

証実験と併せて検討してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 庁内で開発する

という内製派と私のようにアウトソーシング派に完

全に分かれてしまって、とてもとてもかみ合うよう

な問題ではないのですけれども、職員の意見をお伺

いいたしますと、どのぐらいの力量があればいいか

というのはエクセルを使える程度で構わないという

ことでございました。それで、どちらが手っ取り早

いのかといったら、やはり私のように予算をかけた

ほうがいいだろうという意見があるので、そうしま

すと理事者の側と職員の側ではちょっと意見がかみ

合っていないのではないかと思います。ということ

は、やっぱり行政改革は進みにくいのが現状ではな

いか、当市ではというふうに私は非常に危惧すると

ころであります。 

 提案といたしまして、１番目には各課にＩＴに精

通した人材を最低１人は配置してほしいと、これは

エクセル程度でよろしいのです、本当は。ＲＰＡは、

プログラミングが要らないので、そんなに神経質に

なる必要はないと。２番目としましては、ＲＰＡを

やることで無駄を省くという意識が出てきます。そ

うしますと、赤平市の各課で代々引き継がれており

ました仕事の取捨選択につながり、行政コストの削

減という意識改革につながると思うので、この２点

を考慮していただきたいと思います。 

 次の質問に移させていただきます。件名３、新コ

ロナウイルス感染症対策、項目１、季節性インフル

エンザとの同時鑑別検査法について。季節性インフ

ルエンザ流行が予想される中で安全、安心な医療体

制を提供するためには、感染者の適切かつ迅速な鑑

別などを引き続き進めることが求められておりま

す。新型コロナウイルス感染者の鑑別に関しては、

７月22日の中央社会保険医療協議会総会におきまし

てインフルエンザＡ、Ｂの４種類とアデノウイルス、

ＲＳウイルス、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２の18種類のウ

イルスとマイコプラズマ等の３種類の細菌を当時に

検出できる新検査法、フィルムアレイ呼吸器パネル

2.1の保険適用が承認されました。たった２分の準備

と45分の検査時間で結果が鑑別できる画期的な新検

査法であります。しかしながら、ＰＣＲと同じく保

健所を介しての検査でなければ公費負担とならない

行政検査の壁のために、新検査法を用いた最短時間

の診療体制は整えられないのではないかと危惧する
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と同時に遺憾でございます。この状況下であかびら

市立病院の新設される発熱外来における新コロナ感

染症と他疾患患者の鑑別について、以下３つをお聞

きします。 

 １番目としましては、議長、これ３つ網羅して構

わないですね、この場合。よろしいですか。 

〇議長（若山武信君） はい。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 １番目としまし

ては、季節性インフルエンザＡ、Ｂのほかにどのよ

うなウイルスを鑑別するか、２番目としましては鑑

別する際のキットはどのようなものを使用し、検査

に要する時間について、３番目としましては旧リハ

ビリ棟を改修して発熱外来を新たに設ける場合の院

内トリアージに対する診療報酬点数算定についてお

伺いします。よろしくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 市立病院の検査に関するご質

問でございますが、院内におきましては季節性イン

フルエンザなど今後患者数の増加が見込まれる感染

症と新型コロナウイルス感染症に係る検査や診療体

制の在り方について現在検討を重ねているところで

ございます。 

 最初のご質問にありました季節性インフルエンザ

以外の検査についてでありますが、当院では特に患

者の症状などにより咽頭拭い液等による抗原検査と

なるアデノウイルスやＲＳウイルスのほか、細菌性

の抗体検査となるマイコプラズマなどは院内で検査

を実施しており、主に簡易キットを用いてそれぞれ

10分から20分程度で判定が可能なものとなっており

ます。また、百日ぜきなどそれ以外のもので院内で

は検査のできないウイルスや細菌検査もあり、外部

の検査センター等に依頼するものも多く、２日から

４日程度で判定されるものが一般的となっておりま

す。 

 一方、ご指摘にございました行政検査についてで

ありますけれども、現在当院におきましても北海道

との契約を準備し、11月中には新型コロナウイルス

の抗原検査ができるよう準備を進めているところで

ございます。 

 また、さらにこのたびの補正予算にもご提案させ

ていただく予定となっておりますが、ＰＣＲ検査に

つきましても基金の準備が整い次第、来年の１月頃

までに検査体制を整えたいと考えているところでご

ざいます。 

 なお、ご紹介にもございましたけれども、幾つか

新型コロナウイルスと他のウイルスなどの同一検体

を用いた迅速な検査方法やキットが開発、製品化さ

れてきておりますが、これら検査方法の採用につき

ましても随時検討してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 次に、旧リハビリ棟を改修して発熱者対応を行っ

た場合の診療報酬についてでありますが、通常の診

療報酬のほか、院内トリアージ実施料300点が加算さ

れることとなっており、この点につきましては５月

から外来玄関において検温、行動歴確認等によりト

リアージを実施する中、感染診察室にて診察した場

合には既に算定を行っているものでございますの

で、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 11月には抗原検

査ができるというので、ここでトリアージはすごく

はかどるのではないかと思われます。当然インフル

エンザの季節なので、そこをうまく切り抜けるよう

にしないといけないので、これは一歩前進だと思う

のですけれども、さらに来年の１月にはＰＣＲ検査

が可能になると。これは、市民にとっては物すごく

安心、これを保健所に委託しますと結果が４日なん

ていうところもあるのですけれども、かからない、

迅速に判別できる、そして処置もできる、重症化も

防げるということでは非常に進展していると思いま

す。同僚議員の皆様方が非常に病院に対して危機感

を持っていろいろ質問をしていった結果、こういう

ふうに非常に迅速な対応ができたことについて非常

に私は感謝いたしますとともに、議員として誇りに

思いたいと思います。 

 最後の診療報酬の300点なのですけれども、こうい
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うものもできれば広報などに載せていただければ市

民も逆にトリアージが進んでいるのだということが

分かるので、やっていただきたいと思います。 

 次、新コロナ感染症対策についてで、項目２の危

機管理についてお伺いします。危機管理の究極的な

目的は、トラブルを最低限の被害に収めるための最

善の方策を練り上げることであると思います。アメ

リカの政治家、気象学者、ベンジャミン・フランク

リンは、最悪になりたくなければ最悪の想定が必要

と述べております。想定外を想定するぐらいの深い

洞察力を持って危機管理をしなければ、専門家から

しつこいと評されるこの新コロナウイルスとの共生

は困難ではないでしょうか。新コロナウイルス対策

は、短期戦ではなく、長期的な持久戦でありますの

で、ここで一旦対策の在り方を一度精査し、見直し、

現時点までの総括をすべきであると思います。そし

て、事前に察知できなかったために剥げ落ちてしま

った案件や想定外のことが発生したために起こって

しまった案件並びに現在発生しつつある問題を洗い

出して対策の見通しや改善を行い、市民のさらなる

安心、安全のための部局横断的な議論を深めるべき

であると思いますが、お考えを伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） このたびの新型コロナウイル

ス感染症対策における危機管理につきましては、赤

平市新型コロナウイルス感染症対策本部において感

染拡大防止を軸といたしまして、医療、教育、経済、

消費対策等幅広い分野において国や北海道、他の自

治体などの現状把握や実施対策などに注視しつつ、

情報の共有と議論を重ねてきたところでございま

す。現在のところ、幸いにも赤平市からは感染者を

出すこともなく経過していることに安堵していると

ころでございます。しかし、今後いつ感染者が発生

するかも分からないという状況は、これからも変わ

ることなく、特に秋冬を迎えるに当たりましてイン

フルエンザの流行も予想されることから、新型コロ

ナウイルスの感染との判別も難しく、感染リスクも

高くなると考えております。いまだ終息が見えず、

長期化する新型コロナウイルス感染症対策でありま

すが、これまでの状況を踏まえ、今後においては感

染者の発生及び拡大の想定はもちろん、あらゆるこ

とを想定しながら議論を行い、情報の共有、感染対

策を進め、市民の安全、安心を確保してまいりたい

と考えておりますので、ご理解いただければと思い

ます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 非常に教科書ど

おりのお答えをいただきまして、ありがとうござい

ます。再質問として総務課長さんに伺いたいことが

あるので、ちょっとお尋ねします。 

 赤平市コロナウイルス感染症対策本部の中で、庁

内で各課を統括する重要な役割を担っているのが総

務課長さんでございます。課長さんは、先般８月19

日の臨時会で付託された常任委員会において同僚議

員からパーティションをできるだけ早く設置できな

いかという趣旨の質問に対して、市役所自体がシャ

ットダウンというか、クラスターだとかいうことが

発生することを防がなければならない観点から、で

きるだけ早く行いたい、そしてインフルエンザ等の

流行もしくはそれと境目が分からないということが

起こり得ますので、できるだけ早い対応を考えてお

りますと答弁されました。パーティションを設置す

ることは、庁内での感染拡大を予防して市民の皆さ

んが来庁されたときに安心して対応できる環境整備

に傾注するのは非常に至極同感であります。しかし

ながら、庁内におけるクラスター発生を想定してい

るのであれば、来庁者の生命と健康の次に何を守ら

なければならないかということを考えていなければ

ならないと私は考えます。それは、私が思うには、

住民サービスの維持だと思います。となれば、遅く

とも６月の定例会では、同僚議員からコロナ対策の

要求があまた提言されたときを一にして、同じにし

て非常時優先業務で継続業務、縮小業務、中止する

業務の選定基準をつくった上で人員配置計画は立て

てあるのではないかと想定しております。その上で、

リモートワークのスタンバイ体制を確立するために
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事前の準備と関係部局の連携を確保しながら、全庁

一体となった取組を推進し、業務継続計画の新コロ

ナ対策のマニュアルを作成してきたかどうかを伺い

たいと思います。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（若狹正君） 新コロナウイルスに関す

る対策のマニュアルをつくっていたかということに

なると思いますけれども、新型インフル…… 

〇議長（若山武信君） ちょっと待ってね。 

 まず、答弁してください。 

〇４番（鈴木明広君） ちょっと質問の趣旨を間違

っているので。 

〇議長（若山武信君） まず、続けてください。 

〇総務課長（若狹正君） 新型インフルエンザの対

応マニュアルがございますので、それをコロナウイ

ルス感染症のマニュアルに置き換えて対応するよう

に考えております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 考えておるとい

うことは、マニュアルは新型コロナウイルス対策専

用のものは各課にもう配付してあるということです

か。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（若狹正君） マニュアル自体は、各課

用意しておりますので、それをサイボウズ等で周知

しているような形となっております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 もう一度確認し

たいのですけれども、新型コロナウイルスの業務継

続計画のマニュアルは既に策定されていて配付され

ているということの認識でよろしいですか。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（若狹正君） 新型インフルエンザの感

染症の防止の対策のマニュアルがございますので、

それを新型コロナウイルス感染症対策のものに置き

換えて、またそれに付け加えて発生した場合等の人

員配置の部分につきましては総務課のほうで用意し

てございます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 総務課のほうで

用意してあるだけだったら、全然伝わっていないと

同じではないですか。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（若狹正君） 総務課のほうで用意され

ているのは、人員配置を過去の在籍した履歴だとか

を基に、例えばそこの係が閉鎖しなければならない

といったときに経験値のある職員をそこに配置する

だとか、そういうものの全部にちょっとお知らせで

きないような部分も兼ね備えたところを総務課のほ

うでは持っておりまして、新型コロナウイルスのマ

ニュアル的な部分につきましては先ほども申しまし

たけれども、インフルエンザの感染症対策の部分を

置き換えて使用しているというところになっており

ます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 新型インフルエ

ンザのマニュアルを使用して説明すれば足りるとい

うふうに解釈してよろしいわけですか、私はそうす

ると。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（若狹正君） いや、それを新型コロナ

ウイルスに対応できるような変更も行っております

ので、それをサイボウズのほうで流しているという

ところになっております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 サイボウズで流

しているということは、文書化されていないという

ことですね。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（若狹正君） 文章化はしてありまして、

データで送信しているような形を取っております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 そのデータをメ

ールで送りますと、各課できちっと話して詳細につ

いて対応できるというふうに解釈してよろしいです

か。 
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〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（若狹正君） その辺は、対策本部会議

のほうで出席している課長のほうにお知らせしてお

りますので、それ以降については担当課のほうで詳

細に周知しているという判断をしております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 担当課までは行

ったけれども、その後はどうなったかということを

総務課長さんは把握していらっしゃらないというこ

とですか、現況では。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（若狹正君） 今申し上げたとおり、出

席している課長のほうからそれをみんなに伝えたか

ということは伺っておりません。そこについては、

確認していないということになります。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 そしたら、肝腎

なことは庁内全体に行き渡っていないということに

ならないですか。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（若狹正君） 確認を取っていないので、

はっきりとして皆さん一人一人がそれを見ているか

というところまでは確認取れていないということ

で、その辺の危機管理の部分については甘いと言わ

れればそれまでだと思います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 最後の詰めが甘

いということをお認めになったので、いわゆる画竜

点睛を欠くということなので、そこのところを改め

てしっかりと隅々まで情報が行き渡り、共有できる

ようにしてほしいと思います。 

 それでは、件名４…… 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時１３分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 件名４、教員の

働き方改革について、項目１、教職員の労働時間の

管理についてお伺いします。 

 道教委は、令和２年４月に学校における働き方改

革北海道プランを改定し、勤務時間の管理について

は労働安全衛生法の改定により校長や服務監督者で

ある教育委員会等に求められている責務であること

が明確化されたのを踏まえまして、道教委は勤務時

間の管理の方法としてＩＣＴの活用やタイムカード

により客観的に時間を計測して記録して市町村学校

における導入、活用を積極的に推進しております。

当市の学校におきましては、コロナ禍で子供の学ぶ

権利の保障を確保するために教職員の負担が重くな

っていると懸念されています。 

 そこで、１番目に、当市内の小中学校における在

校等時間の計測方法、②番目として校内の時間外勤

務45時間以上の実態、③番としてはストレスチェッ

クの実施計画についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 議員ご質問のとおり、コ

ロナ禍における学びの保障等を確保するための教職

員の負担につきましては増加していると認識してお

ります。本市の小中学校の在校時間の計測方法につ

きましては、８月までは管理職による現認、９月か

らは出退勤システムにより行っているところであり

ます。校内の時間外勤務45時間以上の実態は、本年

４月から８月まで５か月間の実績において超過の教

職員は延べ38名、率に換算すると12.5％となってお

ります。また、労働安全衛生法に基づきますストレ

スチェックにつきましては、労働者数が50人未満の

事業場は当分の間努力義務とされていることから、

実施はしておりません。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 45時間以上が12.5

％いるということなので、しっかりとした管理で教

員が過労で倒れないような学校の環境づくりにいそ

しむようにお願いいたします。 
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 これで私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩といたします。 

（午後 １時０３分 休 憩） 

                       

（午後 １時１５分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序３、件名１、新型コロナウイルス感染症

について、議席番号３番、木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 日本共産党は、新

型コロナウイルス感染症対策としてエピセンター、

感染震源地の網羅的な検査、医療、介護施設などで

の社会的検査の拡充、充実実施を一貫して主張して

きました。新規感染者が減少していると言われる時

期にこそＰＣＲ等の検査を増やし、無症状感染者の

把握、保護を含め、感染拡大を抑え込むための積極

的な対応を行うべきだということを国に提起をして

まいりました。８月28日に政府の対策本部が医療、

高齢者施設などへの一斉定期的な検査や地域の関係

者の幅広い検査について都道府県などに要請すると

決定したことは、一定程度の前進というふうに捉え

ております。しかし、東京都世田谷区、千代田区、

千葉県松戸市、長崎県、そして東京都などで自治体

独自の検査拡充の取組が始まっていますけれども、

全て自治体が自前で予算をつけなければ実施できな

いというような状況に課題があります。自粛要請の

ときと同じですけれども、要請はするけれども、お

金は出さないと、これでは北海道はもちろん、地方

の市町村というのはなかなか実施していけないとい

うふうに思います。政府においては、全面的な財政

措置を取って本気で検査増強に取り組んでいただき

たいというふうに思います。そして、地方自治体も

一致協力をしてこのことを強く政府に要望していっ

ていただきたいというふうに思います。 

 質問に入ります。件名の１、新型コロナウイルス

感染症について、項目の１、政府のコロナ対策パッ

ケージについて、要旨の１です。政府は、８月28日、

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時

流行に備えた対策パッケージ、これを公表しました。

これには、感染症法運用見直しや医療機関の経営支

援、簡易キットを使った検査体制の整備、2021年前

半までにワクチンを国民全員に提供できるようにす

ると、こういった内容のことが盛り込まれておりま

す。特に気になる点は、感染症法に基づく分類のい

わゆる引下げ、運用の見直しというところです。無

症状者や軽症者は、基本的に自宅やホテルでの療養

をするよう政令変更するということですけれども、

宿泊施設がなく、高齢者が多いこの赤平市において

は仮にこのままこの変更されたものが実施された場

合、今後どのように対応していくのか、そういった

考えはあるのかお伺いをしたいと思います。 

 また、全国知事会もこのパッケージには懸念を示

しているように、入院勧告をしない場合の医療費負

担、今は二類相当に指定されていることで入院や無

症状者の療養施設の利用が公費負担となっておりま

すけれども、これが二類から外れるということにな

れば自己負担が発生するということになると思いま

す。これらについての市長の考えをお伺いしたいと

思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 現在のところ、仮に赤平市で

新型コロナウイルス感染者が発生した場合でござい

ますが、滝川保健所での指導の下、感染者の対応に

当たらなければならないといった状況でございま

す。道では、道内の病床の逼迫状況等を勘案しなが

ら、軽症者や無症状者のための宿泊施設の整備を進

めており、現在確保されている宿泊施設は札幌市の

みとなっているところであり、市内で感染者が発生

した場合、近隣の感染症指定医療機関である砂川市

立病院での対応となると考えられるところでありま

す。 

 また、入院勧告をしない場合の医療費負担につい

てでありますが、現段階では詳細について示されて

いる状況ではございませんが、今後さらに季節性イ

ンフルエンザの流行期を迎えるに当たり検査体制の

拡充と重症患者に重点を置いた医療体制の確保、さ
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らには社会経済活動との両立という視点に立っての

判断であると考えているところでございます。しか

しながら、入院勧告や医療費負担、積極的疫学調査

等の適用が一律になくなることになれば、新型コロ

ナウイルス感染症対策に支障を来すことになると考

えられるところであります。地域により感染状況や

保健所、医療提供体制に違いがあることを踏まえ、

地域ごとに異なる運用を可能にするなど、実態に即

した慎重な検討を行っていただくよう市長会を通じ

て要望してまいりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 赤平市で発生した

場合というのは、やはり近隣の感染指定医療機関、

砂川市立ということになるということですね。また、

宿泊施設は、今道内では札幌のみというお答えでし

たけれども、無症状や軽症者の宿泊施設の整備とい

うもの自体が全道的に整っているとは言えない状況

だというふうに私も思います。また、入院勧告や医

療費負担など一律になくなれば、やはり対策に支障

を来すという市長の認識も確認取れました。実際に

この政府のパッケージが実施をされていけば、検査

を受けられない方というのも増えてくるのかなとい

うふうに思います。先ほど議論でありましたけれど

も、せっかく１月からＰＣＲ等の検査できるように

市立病院でなったとしても受けられないという方も

出てくるのかなと、そういう懸念もあると思います。

また、今答弁にあったとおり、軽症者、無症状者が

自宅療養を余儀なくされるだろうということが予測

つくのだと思います。そうなると、高齢者の方々の

家庭内感染、そういったものが広がること、無症状

で自宅で療養ということですので、当然家庭内感染

というものも広がる可能性はある、避けられないの

かなというふうに思います。こういったところしっ

かりと対策を打っていく必要があるのかなというの

が１点と、赤平市独自で世田谷モデルのようなこと

を行うというのはやっぱり難しいというふうに思い

ます。大変厳しいと思います。冒頭述べましたよう

に、政府はこういったことについて全面的に財政措

置行っていかなければいけないのだろうというふう

に思います。答弁にあったと思いますけれども、地

域により本当にいろんな違いがあると思うのです。

医療体制であったり、人口の構成であったり、そう

いうところをその地域その地域で実態に即した対応

ができるようにやはり国に対してしっかりと要望し

ていく必要があるのだろうと。近隣市町ともしっか

り協力して強く国に声を上げていっていただきたい

というふうに思います。もちろん高齢者が多くて、

感染症に対する医療体制が必ずしも十分とは言えな

いという今この赤平市においては、実態に即した赤

平市独自で行える対応、こういうところもしっかり

と対策本部で協議していただいて行っていっていた

だきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。項目の２、市民生活への影

響等についてです。要旨の１です。空知管内のコロ

ナ感染状況というのは、一旦落ち着いている状況か

なというふうに思います。全国的には、いまだにコ

ロナが終息をしていないという状況です。赤平市は、

これまで生活支援として国民健康保険の傷病手当金

や傷病給付金、あるいは特別定額給付金、子育て臨

時特別給付金と併せて赤平市独自に妊婦・新生児応

援特別給付金、午前中ありましたけれども、たすけ

愛商品券に子育て世帯の上乗せ、これは10月中にや

るということ、こういった直接支援ということを行

ってきました。そして、経済対策としては、飲食店

等への緊急支援であったり、中小企業継続支援金で

あったり、販売方法に改善を加えたプレミアムつき

商品券の増額なども行ってきました。本定例会にも

さらなる企業支援、農業支援等が盛り込まれた補正

予算提案されているようですが、それらは補正予算

の質疑で行うものとして、こういった支援策を行っ

てきて緊急事態宣言の時期を境にといいますか、市

民からの生活困窮などの相談、そういった状況は今

どうなっているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新型コロナウイルス感染症に

よる市民からの生活困窮などの相談についてでござ
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いますけれども、新型コロナウイルス感染症により

失業等生活困窮による生活保護の相談につきまして

は現在のところ一件もございません。また、住居確

保給付金につきましては２件の相談がありました

が、結果２件とも申請には至りませんでした。次に、

社会福祉協議会等が窓口になっております生活福祉

資金特例貸付けにつきまして社会福祉協議会への相

談件数は40件あり、貸付けに至ったのが緊急小口資

金の貸付けが13件、総合支援資金の貸付けが６件、

また金融機関扱いでの貸付けについては緊急小口資

金の貸付けが３件、総合支援資金の貸付けが１件と

なっておりますが、緊急事態宣言後の相談件数は減

少傾向にございます。しかし、今後も新型コロナウ

イルス感染症の影響により市民生活においても厳し

い状況となることが考えられますので、ご相談があ

る方はためらわずに相談していただければと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 生活保護の相談は

ないということでしたので、いいことかなと。住居

確保給付金は２件相談あったけれども、申請には至

らずと。あとは、社協さんでの相談が40件近くあっ

て、小口資金とか支援金が十数件出ているというお

話だったというふうに思います。生活が厳しい方も

感染症拡大当初はやはりいらっしゃったのかなとい

うのが見てとれるのだというふうに思うのです。そ

して、緊急事態宣言後は、今は減少傾向ということ

になるのでしょうけれども、やっぱり特別定額給付

金であったり、市独自の支援というものが対応が早

かったためにしっかりとそういうところをケアして

いる結果かなというふうにも思います。市民の方々

からも例えば特別定額給付金に関しては大変早い対

応であったというふうに喜ばれている、そういう声

も聞いております。今６月議会に引き続き、ためら

わずに相談してほしいというふうにも呼びかけてい

ただきました。私ホームページのほうもということ

でしたけれども、ホームページのほうもしっかりと

今はコロナ関連のところにそういうふうに記載され

ているのも確認しました。本当にありがたいなとい

うふうに思います。生活保護制度については、捕捉

率というところも課題、問題となっていますことか

ら、相談が今ないので、大丈夫ではなく、やはりし

っかりとそういったところに目を配っていくという

ことも大事なのだろうというふうに思います。コロ

ナ終息自体がいつになるか分からないということで

すので、引き続き困っている人を見逃さず、安心し

て市民生活を送れるように取り組んでいっていただ

きたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。項目の３、市内事業者、雇

用についてです。要旨の１です。雇用調整助成金や

休業支援金、給付金、これが年末まで延長されまし

た。雇用調整助成金については、度重なる制度や手

続の変更で支給に時間がかかり、企業からは不満の

声というのが出ております。中には、申請から２か

月もかかったというところもあるようです。赤平市

の企業で活用しているところは、現在どのような状

況なのかお伺いしたいと思います。 

 また、８月現在で日額上限は１万5,000円、従業員

を解雇しなかった中小企業には費用の10割を支給す

るということになっておりますが、年明け以降はこ

れが縮小されていくのではないかということが政府

内でも検討されているということで懸念をされてお

ります。私６月議会で持続化給付金の現状などお伺

いしてきましたけれども、政府はこれも１度きりと

いう姿勢を崩していないというか、なかなか第二弾

ということは出てきません。赤平市は、先ほども言

いましたけれども、企業支援については私は基礎自

治体でもトップクラスの経済支援を行っていると、

さらに次も考えているのだろうというふうに思いま

すけれども、６月議会ででき得る限りの支援策を講

じて一つの企業、事業者もなくさないという決意で

取り組んでいただきたいということを申し上げまし

た。しっかり取り組んでいただいているのだろうと

いうふうに思います。６月以降の市内事業者の状況

や雇用状況などは、どのようになっているのかをお

伺いしたいと思います。 
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〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） まず、雇用調整助成金であり

ますが、12月末まで特例措置の延長が決定いたしま

して、１人１日１万5,000円を上限額として労働者へ

支払う休業手当等のうち最大10分の10が助成され、

中小企業にとっては年末までのめどがついたことと

感じております。雇用調整助成金につきましては、

手続の複雑さで企業のほうも苦労しているというお

話はお聞きしておりますけれども、雇用維持のため

に欠かせない助成金であり、６月の企業調査の結果

でも産企協をはじめ製造業者20社中14社が申請済

み、またはこれから申請するとの回答となっており

ます。休業支援金、給付金の活用や市の勤労者小口

融資については、現在のところ相談はない状況でご

ざいます。６月以降の市内事業者の状況であります

が、長期化により飲食業、観光関連業、製造業等は

経済回復の兆しが見えず、生産調整や休業などで週

３日しか稼働できない企業もあり、非常に厳しい状

態が続いております。産企協からも企業の存続のた

め中小企業等事業継続支援金の継続を要望する意見

もあり、多くの企業が国の持続化給付金や市の中小

企業等事業継続支援金を活用され、現在のところ倒

産や廃業された企業など離職者等についても連絡は

いただいていない状況であります。今後につきまし

ては、雇用調整助成金の年末以降の縮小も考慮に入

れながら、企業に必要な経済支援策を検討し、赤平

の企業を守るという姿勢を持って雇用の確保と事業

の継続を支援してまいりますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 年末まではめどが

大体ついているだろうということで、午前中も数社

回って聞き取りをされたとか、担当課ではアンケー

トから聞き取りをやっているということですので、

本当に担当課の職員の方々一生懸命やってくれてい

るなと思いますけれども、雇用調整助成金について

は20社中14社が申請またはこれから申請ということ

ですので、やっぱり業種によっては大変厳しい状況

に変わりはないのかなというふうに思います。倒産、

廃業、また離職者等も現時点では報告がないという

ふうな答弁だったのかなと思いますけれども、企業

に必要な経済支援策検討して雇用の確保と事業継続

を支援していくと、どのようなことがあるのかとい

うことだと思うのです。市長、また今赤平市の企業

を守っていく姿勢でということ答弁していただきま

した。要望もあり、第二弾の事業継続支援金がある

ということですけれども、これ以外で企業に必要な

支援というのがどういうものがあるのかということ

だと思うのです。８月の臨時会で私討論のところで

経済を回していく必要もある、社会経済活動は再開

していかなければならないというのは分かるので、

経済回していく必要があるのだったら、仕事がない

今、支援金はもちろんそうだけれども、仕事をつく

っていかないと雇用守れないというようなことを言

ったというふうに思うのですけれども、支援金の継

続ばかりではなく、行政として必要なもの、例えば

開発、生産していただくようなことをするとか、新

分野に進出していくために例えばチャレンジ・アレ

ンジなんか赤平でやっていますけれども、産業振興

奨励事業、こういったものを拡充していくとか、コ

ロナに合わせてやっていくとか、そういうふうにし

て企業の方自ら仕事を増やしていく、幅を広げてい

くようなお手伝いというのも必要なのかなと、でき

ないのかなというふうに私は思うのですけれども、

今後はそういった支援の在り方、どのようなことを

ベースに検討されていくのかお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今後どのように仕事を創出し

ていくかということでございますけれども、まさに

仕事がないと雇用が生まれないわけでございます。

今後の経済状況がどのようになるのか、見通しのつ

かない状況であると思います。飲食ですとか観光関

連の産業につきましては、現在のところ厳しい現状

にございますが、一方建設関連等につきましては人

材の確保に苦慮されているというお話もございまし
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た。市職員の技術職につきましても募集をかけても

応募が少ないという状況でございます。商工労政観

光課では、ジョブリポ！赤平で雇用推進と地域企業

の情報発信を行っておりまして、企業間での情報交

換の一つとなるようお知らせしてまいりたいと思い

ます。また、企業同士の情報交換が進めば、必要な

製品の開発ですとか、新分野進出等につながる要素

もあるかもしれませんので、新型コロナウイルス感

染症の状況から企業が新たな事業活動に踏み出せる

よう今後の協力体制ですとか支援の在り方を検討し

てまいりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 以前から建設業の

方とかのいわゆる人材確保の問題というのはあった

のかなと思うのです。コロナ前からもあったのかな

と。製造業もそうですけれども、人口減少対策をや

ってもなかなか人材が集まらないという時期がずっ

と来ていたと思うのです。今離職者等はまだ報告さ

れていないということを先ほどおっしゃいましたけ

れども、昨日ですか、今日ですか、報道でもコロナ

関連の倒産、全国で500社ぐらいというようなのも出

ております。全国で500だからということではなく、

やっぱりそういうふうな状況になってきているのが

今の日本経済ということだとすると、今後万が一事

業縮小など考える企業さんが出てくるかもしれない

と、そういったところには今答弁あったような情報

交換であったり、人材のマッチングということもい

いことなのかなというふうに今思いました。実際そ

ういうことをしっかりと検討しながら、万が一のた

めに備えていくということは必要なのだろうという

ふうに思います。対症療法的な支援金というものも

必要ないとは言わないのですけれども、事業継続と

雇用の確保ということでいえば、原因療法的なそう

いうところをやっぱりこれから力を入れてやってい

って、人口減少対策もずっとやっておりますので、

そういったのも併せて対策本部のほうでもしっかり

と検討していただいて総合計画なんかとも併せて進

めていっていただければというふうに思います。ぜ

ひ事業者、企業の方がやめないようにしっかりやっ

ていただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。項目の４、市内観光施設等

についてです。要旨の１です。炭鉱遺産ガイダンス

施設ですけれども、ここも緊急事態宣言で休館が長

引きというか、ありまして、新型コロナウイルス感

染症による影響を少なからず受けているのだろうと

いうふうに聞いております。それでも、７月10日か

らガイドつき見学を通常どおり定員40名に戻してい

るということなのです。ホールでの見学前のレクリ

エーションであったり、立坑内の見学について40名

という人数は密にはならないで行われているのか、

そういうことなのですけれども、またこの施設とい

うのはやっぱり市外、道外からの利用客が多い、利

用される方が多いというふうに思います。事実７月、

８月はかなり市外、道外のナンバーのオートバイで

あるとか、車であるとかが一定数来ていたなという

ふうに私は見ていますけれども、そこでやっぱり40

名といった団体客の方、恐らくは貸切りバスとかで

来館されたりするのでしょうけれども、より確かな

感染防止対策というのが求められるのではないのか

なというふうに思うのです。それで、そういった団

体客等にどのように感染防止の徹底をされているの

かお伺いしたいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 新型コロナウイルス感染

拡大防止対策として、炭鉱遺産ガイダンス施設のガ

イドつき見学を４月１日から７月９日まで定員を半

減した20名までとし、実施してきました。その間移

動自粛などもあり、20名を超える見学希望者はなく、

見学をお断りすることはございませんでした。この

ような中、本年３月５日から３月31日及び４月18日

から５月15日まで臨時休館により８月末日現在本年

度累計来館者数が4,450人、ガイドつき見学が1,068

人となり、前年度と比較し、それぞれ960人、934人

の減となり、前年度比それぞれマイナス17.7％及び

マイナス46.7％となったところであります。しかし

ながら、炭鉄港カードの配布などにより月間利用者



 －69－ 

数が７月に1,780人と過去最高を記録いたしました。

ガイドつき見学につきましては、見学前のホールで

の説明ではマスクを着用していただき、１席ずつ席

を空けて座っていただき、また立坑内及び自走枠工

場内では人と人との間隔を取るよう努めておりま

す。また、来館者の連絡先の把握、体調の申告、衛

生設備への対策、北海道コロナ通知システムの登録

を行っており、新たに除菌玄関マットの設置、受付

窓口にアクリル板の設置も計画しております。当施

設は、市外利用者が約85％を占めておりますが、今

後ともコロナ禍の中、利用者増に努めながら感染防

止に努めてまいります。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 その衛生資材等は、

確認が取れているのですけれども、しっかりやって

いるのだろうということで、引き続きしっかりその

まんまやっていただきたいのですが、20名で実施を

しますと、20名を超えなかったので、お断りしなか

ったということでした。それと、ホールでの説明の

ときはマスクつけて、もうマスク今はつけてもらう

のでしょうけれども、１席空けて間隔を取って座っ

てもらうというふうにやっていると。そのケースで

すと、40名が来た場合、あそこのテーブルは長テー

ブルなので、３人がけなので、２人が座ると20台の

テーブルが必要になるということになるので、面積

にも結構きつくなるのかなというふうに思うのです

けれども、そういうことでやっているのかというこ

とと、立坑内、自走枠工場内ではやっぱりガイドさ

んからあまり離れるとなかなか分かりづらいという

面があったなというふうに私は思うのですけれど

も、それがちゃんとやられているのかということで

す。７月に炭鉄港カードを配って月間利用者数が過

去最高になったということでした。それいいことな

のだろうというふうに思うのですけれども、そうい

ったときにも実際に40名の団体というのを受け入れ

たりはしていなかったのか、逆に40名ぐらいの団体

受け入れて今指摘しているようなことがクリアされ

ていることなのかお伺いしたいというふうに思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（野呂道洋君） テーブルにつきま

しては、ホールに通常３人がけのテーブルを最大20

テーブル並べまして密を避け、真ん中の席を空けま

して40人まで座れるようにしております。また、７

月10日以降20名を超えるガイドつき見学では、９月

13日までで13回ほどありまして、35名が最大でござ

いました。ガイドつき見学中は、マスクを着用して

いただきまして、極力発声をご遠慮いただき、拡声

機を使ってガイドを行っておりまして、密集、密接

となるためケージ内の見学は現在中止としていると

ころでございます。このような対策をしております

が、引き続き感染防止に努めたく存じます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 20名超えるガイド

つきが13回あったということで、最大35名、ほぼ40

名としたとしていろいろやっていて問題はなかった

という答弁だというふうにお伺いをしました。ケー

ジは、確かにあの狭いところにぎっしぎしに入って

初めて体感できるものなので、やっぱり中止という

のはやむを得ないのかなと思いますけれども、拡声

機なんかは逆にいつも使っているものかなと思いま

したけれども、拡声機があってもなかなか見づらい

部分というのが低いところのものとかあるとは思い

ますけれども、それでもしっかりと対策をしている

のだということが一応確認が取れたというふうに思

います。クラスターの発生などが一旦出てしまうと、

どうしてもしばらく人が来てくれなくなったりする

ので、やっぱり引き続き感染防止というのは人の交

流が多いところだということでしっかりやっていた

だきたいなというふうに思います。現状は、確認さ

せていただきました。 

 次の質問に移ります。要旨の２、情報発信基地Ａ

ＫＡＢＩＲＡベースについてです。フェイスブック

やホームページ等で見る限りでは、悪天候で野菜が

そろわないなどといったアクシデントはあったよう

ですけれども、おおむねイベントなんかは行えてい
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る状況なのかなというふうに思っております。緊急

事態宣言のときはどうだったのか、また新型コロナ

ウイルス感染症の影響というのはＡＫＡＢＩＲＡベ

ースではどのくらいあるのか、そういったことをお

伺いしていきたいというふうに思います。市内の農

業者の皆さんの農産品の直販であったり、市内事業

者の皆さんの特産品など販売及び宣伝というのがＡ

ＫＡＢＩＲＡベースの主要な目的となっておりま

す。そういった部分の影響、こういったものがどう

なっているのか、そして特産品推進協議会からの委

託を受けて事業者が運営をしているという形状もあ

ることから、この施設は様々な赤平市の支援策の対

象外ということになるのだろうと思いますので、感

染症対策などはどのように行われているのかを併せ

て伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 政府の緊急事態宣言を受けて、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためＡＫＡＢ

ＩＲＡベースの営業を４月24日から５月12日まで休

業し、５月のゴールデンウイークのイベントも中止

として５月13日に再開したところでございます。新

型コロナウイルス感染症の影響といたしましては、

４月から８月までの総売上げは昨年同時期と比べる

と1.6倍の売上げとなっており、５月13日から人気テ

レビ番組のグッズが販売された効果もありまして昨

年より伸びたというふうに思っております。また、

人気テレビ番組によるグッズ販売を除きましても

1.3倍伸びた結果となったところであります。 

 次に、市内の農業者の皆さんの農産品の直売、市

内業者の皆さんの特産品の販売につきましても1.5

倍ほどの売上げとなっているところであり、特に農

産品においては文京町のスーパーの閉店の影響もご

ざいまして売上げが伸びたのではないかと考えてお

ります。また、宣伝につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の関係でイベントの開催はできなかっ

たものの、チラシやＡＫＡＢＩＲＡベースのホーム

ページ及びフェイスブックなどでＰＲしたところで

ございます。売上げにつきましては、落ち込むこと

も想定しておりましたが、昨年より上昇しており、

現在のコロナ禍であってもある程度情報発信ができ

た結果となったところであります。 

 次に、感染症対策といたしましては、委託事業者

と協議し、定期的な換気を行い、出入口の消毒液設

置、マスクと手袋を着用、ベース内の消毒、清掃を

委託事業者が対応され、レジのパーティションにつ

きましては赤平市特産品推進協議会で設置したとこ

ろでございます。今後におきましても安心で安全な

対応を心がけて新型コロナウイルス感染症予防の徹

底を図ってまいりますので、ご理解いただければと

思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 緊急事態宣言は、

しっかり休業も行っていたということです。あと、

テレビ番組のグッズ販売の効果もあって売上げが伸

びていると、それを抜かしても伸びているというこ

とでした。Ａコープの閉店なんかも影響があって農

産品売れているという答弁もあったと思うのですけ

れども、コロナ禍にあって逆に昨年より売上げが伸

びているということはこういった別の要素も当然影

響しているのかなというのが１つだし、実際にはコ

ロナ禍でスーパーやコンビニなんかが地方のほうで

は逆に売上げが伸びているという傾向は確かにある

ので、そういったことが起こっているのかなという

ふうに思います。うなずける内容です。感染症対策

も委託事業者さん、特産品推進協議会から委託され

ている業者さんと協議をちゃんとしっかりして、い

わゆる特産品推進協議会の予算の中で対策を打って

いるというような答弁だったのかなというふうに思

うのですけれども、パーティション等やっていると

いうことでしたので、しっかりと対策も行っている

のだろうと、継続していただきたいなというふうに

思うのですが、コロナ禍における現状というのはよ

く分かりました。 

 しかし、公共施設として非常に中途半端な状態だ

ということを私はあそこずっと言ってきているので

すけれども、それには変わりがないわけで、しっか
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りやっているということはいいことですけれども、

逆に好調だというのであれば自走化ということとか

も含めて検討していく必要もあるのかなと思います

ので、いろいろ特産品推進協議会と協議をしていた

だいていい方向を導き出していっていただきたいな

というふうに思います。特に自走化というところも

視野にしっかり入れて検討していく必要もあるのか

なと、今後の在り方しっかりと検討していただきた

いということだけ申し上げたいと思います。 

 次の質問に移ります。要旨の３です。新型コロナ

ウイルス感染症が広がる中、屋内レジャーや大型の

遊園地、プールや海水浴などが自粛の対象というこ

とになりました。外食など室内で換気の悪いところ

なども敬遠をされるという中、今年の短い夏休みに

おいては全国的にキャンプ場というのはかなり多く

利用されていたというふうに思います。エルム高原

の家族旅行村では、入場制限を行っていたようです

けれども、７月25日からはその制限も解除をしてい

るということです。ゆったりであったり、家族旅行

村、オートキャンプ場の利用状況及び入場制限の効

果というのはどのようなものだったのかをお伺いし

たいと思います。また、屋内施設も当然一緒に利用

されると思いますので、その感染防止対策について

もどのようにやっていたのかお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） エルム高原施設におきまして

は、札幌市等の都市部からも多くの皆様にご利用い

ただいているところでございますけれども、今年は

降雪量が少なく、例年より早くキャンプ場をオープ

ンする予定でございましたが、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため大幅にオープンを遅らせ、５

月30日からの営業となったところであります。家族

旅行村及びオートキャンプ場の利用状況でございま

すが、家族旅行村の昨年の４月から８月までの利用

者数２万4,506人に対しまして、今年４月から８月は

１万9,567人、前年対比20.2％の減少ですが、６月か

ら８月の月ごとのキャンプ利用については昨年より

増となっております。オートキャンプ場につきまし

ては、昨年４月から８月までの利用者数4,193人に対

しまして、今年の４月から８月は4,619人、前年対比

10.1％の増加であります。 

 施設の入場制限についてでございますが、７月23

日から26日までの４連休は多くの方にご利用をいた

だきました。家族旅行村は、当日の受付となってお

り、規模からいきますと十分にテントを張れるスペ

ースはあったのですが、炊事場やトイレ、また温泉

での３密を回避するため、７月23日、24日の両日、

入場者がおおむね300名となったところで入場制限

をかけております。入場制限の結果、家族旅行村も

温泉施設につきましても時間帯により多少の混雑は

ございましたが、おおむね３密にならず、スムーズ

に運営ができたと指定管理者である赤平振興公社か

ら報告をいただいております。 

 また、お客様には、ケビン村などのご利用時に発

熱や当日の体温が高い方への説明などのほかに、せ

きエチケット、マスク着用、手洗い、うがい等感染

予防にご協力いただくようお願いしております。キ

ャンプ場につきましても受付を２か所設けまして、

番号札順に間隔を空けて少人数での受付としてお

り、屋外施設ではありますが、トイレや手洗い場に

も消毒液を設置するなど対策を行っております。ス

タッフにつきましても新北海道スタイルを取り入

れ、マスク着用、小まめな手洗い、消毒など感染予

防に努めていただいております。混雑するキャンプ

シーズンは終わりましたが、今後も利用される皆様

が安心できる施設を心がけ、指定管理者とも連携し、

管理運営していく考えでございますので、ご理解い

ただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 札幌など都市部か

ら多く利用されているということですけれども、入

場制限を行ったことで温泉施設などのスムーズな運

営ができたというふうなことだったと思うのです。

そのために逆に場所はあったけれども、入場制限か

けてしっかりとそこの運営がスムーズに行われたと
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いうことなので、赤平市のいわゆる数少ない観光施

設の中で、また市民の憩いの場ということでもある

と思うのです、温泉ゆったりなんかは。そういった

ところにこういう対応をしっかり取っているという

ことは、大変心強いことを行っていただいているの

だろうというふうに思います。先ほどのＡＫＡＢＩ

ＲＡベースなんかも、もしかするとキャンプ場の利

用増というのが好影響を与えている可能性もあるな

というふうに思いました。今後冬場のキャンプとい

うのも恐らく行われていくのだろうというふうに思

いますので、引き続きそういった対策のほうはしっ

かりと講じていっていただきたいというふうに思い

ます。 

 市内の３つのいわゆる観光資源というか、施設に

ついてお伺いをしてきましたけれども、私観光が駄

目だと言っているつもりはないのですけれども、観

光というものは人口減少対策というよりはいわゆる

経済対策だというふうに私は思っておりまして、そ

して今このコロナ禍において観光産業に大きく依存

していると一体どうなるのかということが今回明ら

かになったのかなというふうにも思っております。

当然必要ないものでもないので、しっかりやってい

かなければいけないですし、特に赤平みたいなまち

では人口を呼び込むというか、人に来てもらう、住

んでもらうよりは来てもらうとか、経済の面ではや

っぱり重要な位置づけにはなるのだろうとは思うの

ですけれども、大きな投資を行って行政がいくとい

うことに関しては大きいリスクもあるのかなという

ふうに感じているのです。業種によっては、どうし

てもそこに依存するというか、そこが対象の業種の

企業なんかもありますので、そういうところは本当

に大変な思いを今されていると思いますけれども、

そういったことなんかも含めてなのですが、しっか

りと困っているところには対応しながらも行政とし

て観光資源を今あるものをどれだけ生かしていくか

と、そして計画的に今後どうしていくのかというこ

とをしっかり考えながらやっていかないと、これ一

辺倒でやっていくということは本当にこの先難しい

なということは今回のコロナ禍では明らかになった

のかなというふうに思いますので、その辺もしっか

り考えながら今後の対策を検討していっていただき

たいなというふうに思います。 

 次の質問に移ります。項目の５、教育行政につい

て、要旨の１です。文科省の学校における新型コロ

ナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学

校の新しい生活様式というものによれば、学校で感

染者が発生した場合の臨時休業について、また感染

者が発生していない学校の臨時休校についてという

ことが書かれてあります。いずれにしても、学校の

臨時休業の判断というのは設置者である教育委員会

が行うこととされておりました。赤平市教育委員会

では、その際の判断基準どのようになっているのか

お伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 現時点における臨時休業

の判断につきましては、令和２年９月３日付の文部

科学省が作成しました学校における新型コロナウイ

ルス感染症に関する衛生管理マニュアル、いわゆる

学校の新しい生活様式に基づき判断していくことに

なると考えております。児童生徒または教職員の感

染が判明した場合は、保健所が濃厚接触者等を特定

するまでの間、学校の全部または一部を臨時休業と

いたします。その後学校内で感染が広がっている可

能性が高い場合は、さらに数日間の臨時休業を実施

することになると考えております。また、感染者が

いない場合でも学校の新しい生活様式が示す地域感

染レベルの変更、生活圏内の状況が特定警戒都道府

県に相当する感染状況、いわゆるレベル３の地域と

なった場合は、生活圏における蔓延状況を踏まえ、

臨時休業の実施を判断することになると考えており

ます。なお、臨時休業の実施を判断する場合には、

市長及び担当衛生部局を含む市対策本部において十

分な協議が必要と考えております。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 赤平市の教育委員

会としての基準というものを特段設けているわけで



 －73－ 

はなくて、文科省のマニュアルに基づき判断をして

担当衛生部局とか対策本部で十分協議していくとい

う内容だったと思うのです。それでしっかりやって

いただけるのかなというふうに私も思います。理解

したいと思いますが、そこで緊急事態宣言が出され

たときを思い返すと、分散登校であったり、学校給

食の提供であったり、自治体によってばらばらな対

応だったなというふうに思うのです。その中でも赤

平市の対応は、私はよかったというふうに思ってお

りますけれども、この冬にはインフルエンザに対応

しなければいけないと。インフルエンザの場合だと、

学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖というふうに段階も

あると思うのですけれども、冒頭言ったように政府

はコロナウイルス感染症をインフルエンザ相当に引

き下げるというようなことを今言っていて、そうい

うことを行っていくと私このマニュアル見た感じで

は臨時休校する以前というか、臨時休校の後の分散

登校とか、学年、学級閉鎖、さっき全部または一部

と言っていたので、そこ入るのかもしれないですけ

れども、分散登校など、そういったところはどうい

う判断になるのかということがちょっと分からない

ので、そこについてもう一度お伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 文科省の学校における新

型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ルにつきまして９月３日に変更されており、新しい

生活様式を踏まえた学校の行動基準における身体的

距離の確保における地域の感染レベル２の場合につ

いて、今までレベル３同様できるだけ２メートル程

度、最低１メートルと示されていたものが現時点に

おける赤平市の状況でありますレベル１同様の１メ

ーターを目安に学級内で最大限の間隔を取ることに

変更されたことが主な内容となっております。今後

児童生徒または教職員の感染が判明した場合、臨時

休校等の措置を実施することになりますが、地域の

感染レベルの変更による場合は現時点での赤平市の

状況を鑑みるとレベル３になる可能性は低いと思わ

れ、レベル２になった場合の分散登校実施を想定し

ておりましたが、今般の国が示すマニュアル変更に

より、レベル２での分散登校は必要がないと解して

おります。よって、議員のご質問の臨時休校するか

しないかの前の段階においては、たとえ地域の感染

レベルが現行のレベル１からレベル２となった場合

においても分散登校を実施しないものと考えており

ます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 全部を休校にしな

いで分散登校するということはないだろうというこ

とですよね。そうですね。なるほど分かりました。

文科省のそれも変更されているのだろうということ

ですけれども、前回の一斉休校というのは北海道が

緊急事態宣言というものを出して緊急事態というこ

とで行って、次いで全国が一律に行ったと、感染者

出ているか出ていないにかかわらず一律であったと

いうこと、また北海道という広い地域でなかなか判

断がつかない状況だったと、北海道教育委員会もい

わゆる様子を見ながら、かなり決断するのが遅かっ

たのかなという印象を私も持っております。そのた

め、市町村でばらばらの対応となっていったと。そ

の教訓、反省の下で北海道教育委員会にもしっかり

とした指針を示していただいた上で市町村の各自治

体の状況に合わせた対応というものをぜひ尊重して

いっていただきたいなというふうに思いますし、赤

平市の教育委員会でも早め早めにそういったものを

協議していただいて、子供たちの学習環境の確保と

いうのをしっかり努めていただきたいなというふう

に思うのです。しっかりと道教委にもそういったこ

とを要望して、尊重してくれということをやってい

ただきたいなというふうに思います。少人数学級と

か国では一転して今はやるというか、積極的になっ

て分散登校もなんていうこと言っていますけれど

も、赤平市のようにある程度少人数のところだと逆

にもう既に少人数学級に近い状態で分散登校要らな

いのではないかということもありますし、赤平市に

は赤間小学校の壁を壊したりという対応もしていま



 －74－ 

すので、実態に即してしっかりと対応していってい

ただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。今年度から

教職員の業務量の適切な管理等に関する規則が制定

されております。しかし、やむを得ない状況とはい

え、このコロナ禍では業務量が増えているのが実態

ではないかというのは先ほどもありました。そこで、

今引用しました文科省の学校における新型コロナウ

イルス感染症に関する衛生管理マニュアル、私のは

８月のバージョンなので、ちょっと古いのかもしれ

ないのですけれども、清掃、消毒についてはスクー

ルサポートスタッフや地域学校協働本部による支援

など、また地域の協力を得て実施することと、また

外部人材活用や業務委託を行い、教職員の負担軽減

を図ることが重要などと記述をされておりました。

赤平市教育委員会では、教職員の負担軽減について

どのような対策を考えているのかお伺いします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 教職員の業務量の適切な

管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るた

めに必要な事項につきましては、平成30年11月に作

成し、直近では令和２年４月に改定いたしました赤

平市立学校における業務改善計画に基づき様々な事

項を推進しております。その中のアクション１、本

来担うべき業務に専念できる環境の整備、（３）で

は地域との協働の推進による学校を応援、支援する

体制づくりの推進としてコミュニティ・スクールの

活性化を図ることを掲げ、令和２年度においても協

議を進めているところであります。しかし、新型コ

ロナ感染症対策に特化しているものではありませ

ん。議員のご質問のとおり、学校における新型コロ

ナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルでは

スクールサポートスタッフ等活用の可能性、清掃活

動とは別に消毒作業を実施する場合の外部人材活用

の業務委託による教職員の負担軽減の重要性が示さ

れております。市教委といたしましては、少しでも

学校現場の業務負担の軽減を図るべく、道教委雇用

によるスクールサポートスタッフ、学習指導員の派

遣要望をしているところでありますが、地域の人材

不足や本年度限りの雇用条件の影響などから、いま

だに派遣されていないのが現状であります。今後に

つきましても道教委に対し、引き続き要望をしてま

いります。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 コロナは、今年度

中に終息するということはまずないと思いますし、

長期化するということで、だからこその新しい生活

様式ということになっているので、これからは午前

中もあったけれども、当たり前の作業ということに

なっていくのかなと、消毒作業、日常業務となって

くると思うのです。もちろん働き方改革に特化した

もの、コロナに特化したものではないというのはそ

のとおりで、働き方改革はコロナ禍以前に進められ

てきているものですので、それには考慮されていな

いのでしょうけれども、逆に言うと状況の変化に合

わせて今度働き方改革を考えていかなければならな

いという現状だと思うのです。現時点でも今答弁に

あったように道教委雇用のものなのです、スクール

サポートスタッフ。これが派遣されていないという

状況だと。このような状態で来年度から公立学校の

変形労働制の導入なんていうことは、私は本当に非

現実的だなというふうに思っております。道教委に

派遣要請をしっかりしていくという答弁が最後あっ

たと思いますので、それと併せてぜひ変形労働制導

入の見直しというのも強く道教委にも要望していっ

ていただきたいと思いますし、教職員の負担軽減、

これ何よりしっかり図っていただいて子供たちの学

びの保障と、それにつなげていっていただければと

いうふうに思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございます。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時１０分 休 憩） 

                       

（午後 ２時２０分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
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 質問順序４、件名１、今後の感染症対策について、

２、除雪対策について、議席番号８番、伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 通告に従い質問

いたしますので、答弁をよろしくお願いいたします。 

 件名１、今後の感染症対策について、項目１、災

害時の避難所の整備状況についてであります。コロ

ナ禍の中、これから台風などの自然災害が多く発生

する時期になってまいりました。今月初めには、九

州地方に大型台風が通過し、避難所では感染症対策

を行ったため避難者を受け入れることができないな

どの報道もあったところです。先月には、５市５町

の中空知定住自立圏構想推進会議の防災専門部会が

滝川市で開催され、新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策を踏まえた避難所設営の訓練が開催されて

おります。段ボールベッドやパーティション、熱が

ある避難者向けのテントなどを配置し、問題点など

を確認したと報道されております。また、感染症対

策をした場合、収容人数は大幅に減ることも問題と

して挙がっておりました。赤平市でも感染症対策を

踏まえた避難所設営の訓練も行っていかなくてはな

らないと思っております。６月には、同僚議員から

災害時の避難所の受入れ状況や備品の整備状況につ

いて質問があったと思います。答弁では、赤平市で

はまだ感染者は発生しておりませんが、全国的に新

型コロナウイルスの感染症が終息せず、北海道でも

いまだ感染者が発生しているということでありま

す。当市としても防止対策を継続していかなければ

ならないと思います。 

 そこで、今現在のコロナ対策に係る備蓄品の状況

と避難所設営時の受入れ状況について質問をさせて

いただきます。備蓄品につきましては、先日の新聞

報道でマスク、消毒液、間仕切り、段ボールベッド

の４品目の備蓄についてのアンケート調査でいずれ

も想定される必要数を備えていなかった57市町村に

赤平市も入っておりましたが、感染症対策に必要な

備品の確保についての現在の状況について伺いま

す。 

 また、避難所の受入れ人数につきましては、感染

防止対策を行った場合には３割程度の受入れ想定数

になると答弁をいただいておりますが、残りの方々

の受入先についてはどのような考えかお伺いをいた

します。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 災害時の避難所の整備状況に

ついてでございますが、まず初めに感染防止対策、

備品の確保ができたのかということでございます

が、６月定例会で防災備蓄品の補正予算が可決され

た後に購入のための手続を進めたところでありま

す。マスクにつきましては、有効な備蓄方法を検討

し、長期保管を避ける手法として市立病院での循環

保管をすることとし、現在は必要数の納入を待って

いる状況であります。消毒液につきましては、保管

期限を考慮した備蓄数、備蓄方法など検討している

ところであります。また、国内認証を受けている非

接触型体温計については、現在も品薄状態が続いて

おりますが、９月下旬には納入の予定と考えている

ところであります。さらに、パーティション用テン

トにつきましては、現在流通状況を確認しながら購

入を進めているところであります。段ボールベッド

につきましては、現在８組備蓄しておりますが、保

管場所の問題もあるため、追加の備蓄予定はござい

ません。しかしながら、コロナ禍の中、避難所設営

初動分の一定数の確保は必要でありますので、北海

道との協定による流通備蓄での対応を考えておりま

す。そのほか、フェースシールド、防護服について

は、早急の発注により確保したところであります。 

 続きまして、８月24日に感染症対策を踏まえた避

難所設置訓練が滝川市にて中空知定住自立圏構想推

進会議防災専門部会事業として行われ、当市も総務

課、介護健康推進課の職員が参加いたしました。こ

の訓練では、今年北海道が主催となり、恵庭市で開

催されました感染症対策を踏まえた避難所設置訓練

にて検証された内容を反映するため、北海道危機対

策課職員を講師として招き、開催され、設営にかか

る時間や設営方法、受付手順、避難者への対応、受

入れ人数の確保など、大変参考となる内容であり、
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庁内での資料の共有などを行い、今後の避難所対策

の参考になるよう努めているところでございます。 

 受入れ人数を確保するための検討についてであり

ますが、さきの定例会で新型コロナウイルス感染症

に対応した避難所の運営では３密を避け、感染症対

策を取りながらとなることから、収容可能人数は３

割程度になると想定したところであります。しかし、

最近国では、感染症防止を考えた場合の避難対策と

して安全が確保される場合は自宅や親戚、知人宅へ

の避難の検討なども考慮するなどと示されたことに

より、自宅避難の方も多数いらっしゃることと想定

されます。そのような中でも避難所を開設した場合、

パーティションテントなど備蓄品を活用して最大限

の収容人数を確保することが必要と考えておりま

す。しかしながら、収容人数以上の避難者が集まっ

た場合は、被災していない地域の避難所を開設して

収容人員不足に対応したいと考えております。感染

症に係る避難所対策につきましては、課題も多いと

ころではございますが、市民の安心、安全に努めて

まいりますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で、マスクについては市立病院との循環保管をする

こと、必要数の納入を待っている状況ということ、

消毒液につきましては保管期限を考慮した備蓄数、

備蓄方法を検討しているということ、また非接触型

体温計につきましては品薄状態が続いていることか

ら、９月下旬に納入予定であることを理解しました。

このほかにも間仕切り、あるいは段ボールベッドな

ど必要とされる備蓄品につきましても一定数の備蓄

はされているとのことですので、今後も避難所の感

染防止対策のための備蓄品の確保に努めていただき

たいと思います。 

 しかしながら、今避難所設営時の受入れ状況に関

しましては具体的な答弁をいただいていないのかな

と思いますので、改めて確認させていただきます。

感染症対策を行ったことにより収容できなかった避

難者に対し、被災していない地域で避難所を開設し、

収容場所の不足に対応するとのことですが、まず避

難者が多数避難してこられて受入れができなかった

場合の移動手段はどうするのか、避難をしようとし

ている地域住民にはどのように周知するのかお伺い

します。 

 また、開設する避難所によっては担当所管が変わ

ってきますし、避難所の開設の準備やタイミングに

ついても各担当所管の連携が必要になってくると思

いますが、その件に関して協議は行われているのか

どうかもお伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 避難所で受入れできなかった

場合の人員の運搬等についての市としての考え方で

ございますが、被災時は赤平市地域防災計画に基づ

き多岐にわたる支援業務が発生いたします。まず、

避難所で受入れできなかった場合の人員避難の考え

方ですが、感染症対策を踏まえ、様々な避難方法の

実施や地域の実情を考慮した避難誘導が実施できる

よう努めてまいります。避難所での新型コロナウイ

ルス感染症対策により避難者の受入れができなくな

った場合、被災先の受入れ人数を考慮して複数の避

難所開設を行い、状況によりますが、避難所間の車

両移動の検討や若年の方や車両避難の方などに避難

所の移動をお願いするなど、できる限り高齢者や要

支援者などへの負担が少なくなるよう配慮いたした

いと考えております。 

 また、周知方法につきましては、広報車での周知、

赤平市ホームページや赤平市公式ラインなどＳＮＳ

を活用し、被災状況に合わせて適切な周知活動を行

うよう努めてまいります。 

 各所管との連携でございますが、災害対策本部の

判断により避難所の準備、開設がされることとなり、

市職員及び関係機関は災害対策本部の判断及び赤平

市地域防災計画に基づき活動することとなります

が、職員が感染症対策を踏まえて活動できるよう避

難所設置運営マニュアル別冊といたしまして各所か

らご意見をいただき、感染症対策をまとめていると

ころでございますので、ご理解いただければと思い
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ます。 

〇議長（若山武信君） 伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で、災害時は赤平市地域防災計画に基づき多岐にわ

たる支援業務が発生するとのことで、感染症対策を

踏まえ、様々な避難方法の実施や地域の実情を考慮

した避難誘導が実施できるよう努めてまいります。

また、状況によっては、避難所間の車両移動の検討

や若年の方や車両避難の方などに避難所の移動をお

願いするなど、できる限り高齢者や要支援者などへ

の負担が少なくなるよう配慮いたしますとのことで

した。赤平市は、高齢化率が47.42％で、地域によっ

てはもっと高齢化率が高いところもあり、高齢者が

多数避難してほかの避難所へ行かなければならない

可能性も考えられます。感染症対策を行った場合は、

受入れ人数も限られるため、このような場合の移動

手段も考えていかなければならないと思いますの

で、その件についてもよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 また、感染症対策をした場合の避難所の開設につ

きましては、受入れ可能な人数や開設場所などをし

っかりと地域住民にも周知をしていただき、速やか

に避難できるように協議していただきたいと思いま

す。幸いにも今のところ赤平市では大きな災害など

発生しておりませんし、新型コロナウイルスの感染

者も出ていませんが、感染防止対策を踏まえた避難

所開設、移動などについてマニュアルを作成してい

ただき、いつ災害が発生しても対応できるよう関係

所管と連携を図っていただきたいと思います。この

ことを要望しまして、この質問については終わりま

す。 

 続きまして、社会教育施設の対策についてであり

ます。午前中の質問者と前者の質問者でちょっと同

じようなところになるところがあるかもしれません

けれども、改めて質問させていただきます。新型コ

ロナウイルス感染症が発症し、緊急事態宣言が解除

されてから段階的な施設利用の緩和が行われてきま

した。各施設においては、それぞれ感染防止対策を

講じて施設運営に当たってきたと思います。各自治

体の社会教育施設では、利用時に手指消毒のほか、

住所、氏名、連絡先の記入をしていただき、感染拡

大防止策の一つとして継続して取り組んでおりま

す。しかし、いまだ感染者が発生し、特に若年層の

感染者が増え、かつ軽症者が多く、感染経路不明者

が増え、いつ感染者が発生するか分からないことか

ら、新たな取組として非接触型体温測定器を使用し

て利用者の体温を測定している自治体もあります。

対策をしたら、絶対感染しないということではあり

ませんが、できる限りの防止策を行い、感染リスク

の軽減につなげていかなくてはなりません。当市に

おいては、現在使用しておりませんが、非接触型体

温測定器の使用は午前中のあれで検討するとは言っ

ていましたが、改めて考えはあるのか、またさらな

る対策などがあるのかお伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 現在社会教育施設をご利

用される方には、自身の体調、具体的には熱、せき、

たんの有無となりますが、申告をしていただいてお

ります。また、これに加え、感染防止対策としてマ

スクの着用、窓口のビニールシート設置、小まめな

施設の換気、消毒液による清掃、足踏み式消毒器の

設置、北海道コロナシステムの登録など新型コロナ

ウイルス感染防止に努めているところであります。

社会教育施設では、非接触型体温測定器を所持して

おりませんが、市では災害時の備蓄品として本年度

備蓄する予定となっております。備蓄後、社会教育

施設への貸出しも可能とのことでありますので、団

体利用及び個人利用での貸出しを予定しており、市

外からの利用者もありますことから、状況に応じま

して職員による検温も検討しているところでござい

ます。新たな感染防止対策として、玄関除菌マット

の設置、パーティションの購入、窓口にアクリル板

の設置も計画をしているところであります。当市に

おける新型コロナウイルス感染症の報告は、現在の

ところありませんが、引き続き新型コロナウイルス

感染防止に努めてまいります。 



 －78－ 

〇議長（若山武信君） 伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 午前中も似たよ

うな答弁をいただいたと思うのですけれども、先ほ

ども午前中同僚議員が質問の中であったと思うので

すが、体調管理につきましては申告制ということだ

と思います。せき、たんの有無は大体分かると思う

のですけれども、発熱についてはよほどのことがな

い限り自覚症状がないため、自身で検温してから施

設を利用するということはなかなかないのではない

かなと私は思っております。社会教育施設において

窓口で検温している自治体もあることから、感染拡

大防止の観点からもぜひ検温を実施していただきた

いと思っております。 

 また、同じ赤平市の社会教育施設で一部の施設で

検温をし、あるいは一部の施設では検温をしないと

いうのは感染拡大防止の観点からも好ましくはない

と、そのように思っておりますけれども、今現在赤

平市には感染者が出ていないことから、まずは市外

からの利用者が多く訪れるガイダンス施設について

は利用者、職員の感染防止のために対策をしなくて

はならないと思います。現在非接触型体温測定器が

入手困難であるとのことですが、状況に応じ優先順

位を決めて順次取り組んでいくべきだと思っており

ます。 

 また、新たな感染防止対策として玄関除菌マット、

パーティション、窓口アクリル板の設置も計画して

いるとのことですので、新しい生活様式に基づき適

切な感染防止対策を行い、安心して施設利用、施設

運営ができるよう要望して、この質問を終わります。 

 続きまして、件名２、除雪対策についてです。私

道除雪の該当路線の申請状況についてお伺いいたし

ます。除雪問題につきましては、毎年のように市民

から要望があって、その要望もそれぞれの生活状況

で違ってくるため対応に苦慮しているところである

と思います。今年度のアンケート調査におきまして

も道路の除雪が重要度上位５番目、改善度も５番目

に位置しております。今年の３月の定例会では、生

活道路として利用されている私道の除排雪について

事業化に向け、該当路線の調査をし、二十数路線で

あると思われるとの答弁をいただいております。今

回７月と９月に私道除雪に向けた該当条件など、赤

平広報や市のホームページに除雪希望調書の提出日

を９月30日までと掲載しておりました。また、連合

町内会を通じ周知しているという話も聞いておりま

す。この事業につきましては、今年度から実施され

ますが、調査の結果、実際の該当路線は何路線で、

現時点での申請数はどのような状況であるのかお伺

いいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 私道除雪の該当路線と現状の

申請状況についてでございますが、該当路線は22路

線を対象としております。除雪希望調書の提出につ

きましては、７月、９月号広報及び赤平市ホームペ

ージにより９月30日提出期限として周知をしている

ところでございますが、連合町内会を通じて関係す

る町内会の積極的なご協力もございまして、現在の

ところ15路線74世帯からの提出がされており、約７

割の路線が提出済みとなっております。しかし、い

まだ未提出の路線もございますので、今後も町内会

等と連携し、一路線でも多くの生活道路が冬期にお

ける通行が確保できるよう取り組んでまいりたいと

思います。 

〇議長（若山武信君） 伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で該当路線が22路線で、申請路線が今現在15路線と

のことだと思います。この事業につきましては、受

益者戸数が４戸以上、幅員がおおむね４メートル以

上など、ほかの自治体よりも利用しやすい該当要件

となっていると思います。まだ７路線が申請されて

いないようですが、今回の提出期限が９月30日まで

となっており、まだ20日ほどありますので、一路線

でも多くの申請をしていただけるように努めていた

だきたいと思います。せっかくの事業ですので、除

雪希望調書の作成に当たってはより多くの方が、ま

た路線が利用できるように丁寧な説明をしていただ

きたいと、このように思っております。今回申請し
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た地域の代表者や町内会などからは、私道の除雪に

対し大変助かったとの声が多く聞かれております。

また、このたび担当職員が現地の立会い調査を行い、

その対応のよさ、そして私道除雪承諾書の発行の早

さにも驚かれ、取組に対する高評価がありました。

ぜひとも残りの７路線についても申請していただけ

るよう引き続き周知をお願いし、このことを要望し、

私の全ての質問を終わります。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時４７分 休 憩） 

                       

（午後 ２時５５分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序５、件名１、感染対策について、２、森

林の伐採について、議席番号２番、安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 通告に従いまして、

質問いたします。ご答弁のほどよろしくお願いしま

す。 

 件名１、新型コロナウイルス感染症について、項

目１、新型コロナウイルスの感染症の影響により収

入の減少した中小企業、小規模事業者並びに農業従

事者等に対する支援について、要旨１、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により収入の減少した中小企

業、小規模事業者に対する第二次の支援金の給付に

ついてでありますが、これはさきの同僚議員の質問

と若干重複するところがありますけれども、あえて

質問させていただきたいと思います。 

 当市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受

け、４月に市内で営業する飲食店、スナック等が感

染拡大の影響により経営が厳しい状況にあると判断

し、市独自の緊急支援金を収入の減少の有無に関係

なく一律に20万円給付を行い、さらには６月には雇

用の確保と事業の継続を支援するため従業員数に応

じて最大200万円まで支援をする中小企業等事業継

続支援金制度を創設し、該当した飲食店や事業者か

らは大変助かっているとの声が聞かれます。現在全

国的にコロナ感染が落ち着きつつありますけれど

も、道内では昨日も11人の感染者が確認されており、

また秋から冬にかけてはインフルエンザとの混合感

染など同時多発流行の可能性も想定されておりま

す。長期にわたり生産品の物流が滞り、また飲食店

や商店なども以前のように客足が戻らない中、今経

営者は以前にも増して非常に厳しい現状に直面して

おります。今般８月の18日付で商工会議所並びにエ

ースグループからも緊急要望書が提出されました。

エースグループの企業からは、製品の製造日数が限

りなくゼロに近くなり、収入が通常時より大幅に減

少し、従業員の勤務日数も非常に大幅に減っている

ということでございます。私の聞いたところでは、

６日から10日程度というふうなことになっておりま

す。まさにいつ閉鎖になるか分からないほどの非常

事態であるという社長の話も伺っております。飲食

店や商店も３、４月の大幅な収入減に加え、大きな

イベント、諸行事が取りやめとなり、経営が厳しく、

やむなく休業に至る店も出ております。赤平市とし

ては、このような状況を回避するため、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により収入の減少した中小企

業、小規模事業者に対する第二次の緊急支援金及び

中小企業等事業継続支援金の給付を可及的速やかに

実施すべきと思いますが、いかがでしょうか、伺い

ます。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 第二次の中小企業等への支援

ということでございますが、経済対策として４月に

市内で営業する飲食店、スナック等への支援といた

しまして一律20万円の緊急支援金に取り組み、６月

には中小企業等継続支援金を創設し、３月から８月

までの間で前年と同じ月と比べて20％以上減少した

事業を営む法人または個人事業者に対し、事業継続

と雇用の確保のために従業員数に応じ最大で200万

円まで支援をしてまいりました。現在のところ136

事業所3,720万円が支出されております。内容といた

しましては、20名以下の事業者が126件、50名以下が

４件、80名以下が２件、81名以上が４件となってお

ります。想定された企業数の約50％となる申請件数
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ですが、20％まで減収していない企業や持続化給付

金の給付や決算期などにより申請の時期を計ってい

る企業、また会社の方針等により支援に頼らず経営

している企業もある状況となっております。申請の

期限が10月末となっており、まだ申請されていない

企業もありますことから、今後も広報などで支援金

の内容と申請のお知らせをしてまいります。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、全国、

また北海道全体でも終息の見通しが立たず、市内企

業にも現在の状況や今後の事業の見通しなどお聞き

してまいりましたが、程度の差はありますものの影

響があるとのお話が多く、今後の見通しに不安を感

じているところでもございます。中小企業等継続支

援金につきまして９月以降も支援を延長し、速やか

に追加支援することを考えており、今回の補正予算

での提案を予定しているところでございますので、

ご理解賜りますようお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 できれば８月19日

の臨時議会で提案があれば、本当によかったと思い

ますけれども、今市長より６月の支援に続き９月以

降も追加支援を考えているという非常によい回答を

いただきまして、該当事業者も期待をし、安心をし

たところだと思います。適正な判断だと高く評価し

たいと思います。 

 続きまして、要旨２、新型コロナウイルス感染症

の影響により収入の減少した中小企業、小規模事業

者に対する支援金として中小企業等事業継続支援金

の残金や火まつりなどイベント中止により未使用の

一般財源並びに基金などの活用についてであります

けれども、芦別市では皆さん御存じのとおり日本ソ

ーイング、大手企業の子会社の工場が９月末で閉鎖

し、撤退することが報道され、従業員も大半は解雇

となり、希望者については岩手工場への異動を検討

しているとしております。ただし、最近の新聞で芦

別市内の企業が雇用をするというようなことでまた

動いているような記事も載っております。芦別市の

日本ソーイング社の紳士服は、ふるさと納税の人気

商品であり、昨年は返礼品全体の93.9％、５億3,000

万円以上も集めたとのことであります。当市におい

てもふるさと納税の返礼品として、エースグループ

ほか多くの企業や商店の品物が活用されておりま

す。今年度は、コロナ感染対策としてイベントの多

くが中止となり、予算が未使用で残っております。

６月議会での中小企業等事業継続支援金7,300万円

は、当初300社の企業等を対象としておりましたが、

現在申込みが136社で資金が半分ほど残っていると

いうことでございます。また、申請のない会社の中

には、業績が順調で資金繰りに困っていない企業も

あるように聞いております。今ここにあるものを大

切に守っていくため、新型コロナウイルス感染症の

影響により収入の減少した中小企業、小規模事業者

に対する支援策として６月の中小企業等事業継続支

援金の残金の取扱い、活用をどうしていくのか、ま

た火まつりなどイベント中止により未使用の一般財

源、それからふるさと納税、あかびらガンバレ応援

基金、さらに財政調整基金などもできる限り、将来

のこともありますから、全部ということにはいきま

せんけれども、でき得る限り活用すべきと思います。

市長は、どのように考えておられるのか伺いたいと

思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新型コロナウイルス感染症対

策における６月の中小企業等事業継続支援金につき

ましては、10月30日までの申請期限となっており、

現在まだ受付している最中であります。これまで新

型コロナウイルス感染症に係る当市の経済支援策に

つきましては、４月の飲食店等への一律20万円の緊

急支援金に1,200万円、実績ですと51件1,020万円、

６月の事業継続支援金7,300万円、プレミアム商品券

の拡充573万円、感染症予防対策として事業所に消毒

液配付100万円と合わせて9,173万円の予算措置をし

ております。中小企業等事業継続支援金の予算につ

きましては、イベントの未使用分を充当させるので

はなく、新たに補正予算を計上した上で申請状況も

踏まえながら、今後の支援策として追加と拡充を考
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えております。新型コロナウイルス感染症の状況に

より、様々な対策事業が考えられると思いますが、

一般財源等の投入も含め、財政状況を踏まえた上で

必要な支援事業について総体的に検討してまいりた

いと思いますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ４月に始まった飲

食店への緊急支援に始まり、様々な支援で9,173万円

の予算措置をし、加えて真に支援が必要な事業者に

は政治的判断により財政調整基金やあかびらガンバ

レ応援基金など様々な財源投入を検討していくとい

う回答であり、非常に前向きで真摯な姿勢が強く感

じられます。将来のこともあり、財政運営非常に大

変でありましょうが、頑張っていただきたいと思い

ます。なかなか人口減少に歯止めがかからない中、

第６次総合計画の2029年の目標人口7,357人を何と

しても堅持、確保するためには一度に大勢の人口の

流出が起こることのないよう歯止めをかけることが

肝要であります。また、企業の存続とそこで働く従

業員及び家族の生活を守るために一般財源や基金を

活用することについては、市民もふるさと納税の寄

附をされた方も理解を示していただけるのではない

かと思います。今経営の危機に直面している企業が

撤退や倒産、廃業する事態が起こらないよう市とし

て十分な検討と熟慮を重ね、市長は赤平市の未来を

先導する船長として今後とも聡明な決断をしていっ

ていただきたいと思います。 

 次に、新型コロナウイルス感染症の影響は、多く

の企業にとって激甚と言えるかつてない災害であり

ます。大幅に収入の減少した中小企業、小規模事業

者に対する支援策として特別加算金を支給する考え

があるのかどうか伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 赤平市には、様々な企業がご

ざいまして、製造業、建設業、飲食業、小売業です

とかサービス業などの事業形態が異なる事業者や同

じ製造業でも製造する製品の大きさですとか重さ、

材質など商品価値の違うもの、また作る商品によっ

て利益率の違うものなど、企業によって様々な事情

があるというふうに考えております。事業者への直

接的な損失補償については、なかなか難しいという

ふうに考えておりますけれども、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受ける企業や個人事業者等を何ら

かの形で支援したいと考えておりまして、現在実施

している中小企業等事業継続支援金に併せて雇用の

維持や確保ができるよう従業員１人当たり５万円を

加算するべく、今回の補正予算で提案することを予

定しているところでございますので、ご理解いただ

ければと思います。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 中小企業等事業継

続支援金に併せて雇用人数に一定額５万円を加算

し、支援金を支給することを考えているということ

で理解いたしました。大変的を射た提案であると思

います。 

 続きまして、要旨３、新型コロナウイルス感染症

の影響により収入の減少した農業従事者等について

現在までの状況と今後の情勢を勘案し、支援金の支

給について配慮すべきと考えますが、農業従事者等

についてですが、市内の花卉生産農家については回

復傾向にあると聞いておりますが、ＪＡ全国農業協

同組合連合会がまとめた５月の和牛子牛の１頭の平

均価格が主要家畜市場で６か月連続前月を下回り、

前年同月比22％も安くなり、過去５年間の最安値と

なっております。また、全国米穀販売事業共済協同

組合が７月27日に今年６月時点の米販売動向調査の

結果を発表しておりますけれども、現況判断は24.4

ポイントで、ここまでポイントが下がったのは調査

開始以来初めてということであります。元年度に収

穫した米の在庫が201万トンで、安定供給量の180万

トンを大きく上回っております。予想以上に多く、

販売量は産業向けが半分程度、観光向けは壊滅状態

であるということでございます。ＪＡグループ北海

道は、８月27日、米の出荷農家に対する仮払金で卸

売価格の目安となる概算金の額を道内の需要実績が

伸びたことも勘案し、14年度産に比べると非常に小
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幅に抑えておりますけれども、６年ぶりの引下げを

決定しております。また、畑作の露地物も雨が少な

く、収穫量が落ちているとの話も聞いております。

さらに、各農家は、収益を上げるため、今生産コス

トをぎりぎりまで詰め、営業しているとのことでご

ざいます。６月議会で私も要請し、同僚議員からも

質問がありましたが、農業従事者につきましても現

在までの状況と今後の情勢を勘案し、支援金の支給

について配慮すべきと考えますが、いかがでしょう

か、伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 経済も以前より回復傾向にご

ざいますが、農業においては春にお米や野菜、花卉

といった農産物が作付され、心配されていた花卉の

販売も７月末現在前年比1.6％減と小さく、また先日

お米に関しても2020年産の道産米の概算金が示され

たところであります。銘柄ごとで前年比マイナス200

円から400円と市場環境が厳しい中、かなりの下げ幅

を抑えた金額の結果となり、水稲の作柄見込みにつ

いても天候にも恵まれ、やや良と品質も良く、大き

な収入減の心配がない状況と思われます。しかしな

がら、肉牛については、依然として飲食店向けの販

売苦戦が長期化し、７月の連休前までは回復の兆し

があったものの、第２波への懸念で外食を控える動

きが拡大いたしまして、2020年上半期の輸出額前年

同期比マイナス23％と大変厳しい状況であると新聞

報道されたところでございます。酪農者にもお話を

聞きますと、１年間で平均20％以上は落ち込むと予

想され、６月の平均価格も約マイナス17％も落ち込

んでおり、今後の状況の変化が心配されているとこ

ろであります。農産物は、品目によってはこれから

の収穫と販売となり、新型コロナウイルスが終息し

ない限り農産物にどう影響が出るかは不透明なとこ

ろであります。 

 そこで、これにつきましてもこれから今回の第３

回定例会の補正でご提案するところでありまして、

大変恐縮ではございますが、新型コロナウイルス感

染症対策農林業経営持続化支援金として農業、酪農

の品目ごとにどれか一つでも令和２年１月１日から

令和２年12月31日までの収入及び販売単価のどちら

かが前年比20％以上減少している場合に支給対象と

するものであります。また、林業につきましても同

様に令和２年１月１日から令和２年12月31日までの

収入で前年比20％以上減少しているものとし、支援

額20万円を交付するものであり、支援戸数71戸で支

援額の合計1,420万円を計上し、ご提案を申し上げる

ところであります。赤平市の農業は基幹産業であり、

農業従事者も高齢化が進み、従事者の減少や農地の

遊休地化が懸念されている現在、新型コロナウイル

スが一日でも早く終息され、今後も安心で安全な作

業環境づくりに努めてまいりたいと考えております

ので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 当市では、農家の

高齢化が進み、離農者が増えております。コロナを

機に若い農業従事者も含め営業意欲をそがれ、これ

以上の離職者が増えることがあってはならないと思

います。今回の補正で農業、酪農の品目ごとにどれ

か一つでも前年より収入及び販売価格のどちらかが

20％以上減少している農業従事者等を対象とした農

林業経営持続化給付金の支援予算を提案するという

ことでございます。制度の内容は、非常にきめ細か

な気遣いをされており、評価したいと思います。以

上でこの項目についての質問は終わります。 

 続きまして、新型コロナウイルス感染症とインフ

ルエンザについて、要旨１、新型コロナウイルス感

染症とインフルエンザが併発する事例も報告されて

おり、当市として同時に流行したときに備えてどの

ような対応を考えているのかについてですが、日本

感染症学会は８月３日に秋から冬にかけて新型コロ

ナウイルス感染症とインフルエンザが同時に流行す

るおそれがあることから、地域の医療機関に向けた

診断や治療についての指針をまとめ、提言しており

ます。提言では、今冬新型コロナウイルス感染症の

大流行が予測されると指摘しており、特にインフル

エンザの流行期と重なることにより重大な事態にな
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ることが危惧されるとしております。新型コロナウ

イルス感染症とインフルエンザは、皆様御存じのと

おり発熱やせきなど症状がよく似ているため、同時

流行のときは突然の高熱発症や味覚、臭覚障がいな

どの特徴的症状がない場合は両者を識別するのは困

難と指摘しております。原則として新型コロナの流

行が見られる場合は、インフルエンザが強く疑われ

る場合を除いてできるだけ両方の検査を行うことを

推奨し、インフルエンザワクチンの接種を医療関係

者、高齢者、ハイリスクの患者に勧めるとしており

ます。また、子供は、特にインフルエンザにかかり

やすいため、ワクチンの接種を強く推奨しており、

発熱や呼吸器に症状があるなどのほか、接触歴があ

るなど新型コロナ感染を除外できない場合はなるべ

く同時に検体を取って診断を行うことが大切として

おります。そのようなことがないことを願いますが、

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの両方

同時に併発する混合感染の事例も報告されており、

当市として同時多発流行を想定したときに備えて患

者の処置についてどのような対応を考えておられる

のか伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新型コロナウイルス感染症と

インフルエンザが同時に流行した場合の当市の対応

についてでありますが、現在市立病院におきまして

は発熱者外来の対応の詳細について検討を続けてい

るところでございますので、具体的な詳細について

お答えできる段階ではございませんが、さきにお伝

えいたしましたとおり患者の動線につきましては正

面玄関前にてトリアージを行い、発熱者については

玄関を通ることなく直接旧リハビリ棟へご案内をさ

せていただき、一般患者との接触を避けられるよう

準備を進めているところでございます。また、旧リ

ハビリ棟内では検温、問診等を行い、その後まずは

感染診察室にて診察を行うこととしております。検

査等の対応につきましては、それぞれ症状や問診の

内容等で異なるものであり、一言ではお答えの難し

い内容ではございますが、ご指摘いただいた同時流

行を想定した場合、新型コロナウイルスとインフル

エンザに関しましては２つ同時に検査を行うケース

が多くなるものと院内では想定いたしております。

いずれにいたしましても、今後さらに院内のＩＣＴ

感染制御委員会、外来運営委員会等におきましてよ

りよい体制構築のため検討、準備を進めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解いただければと思

います。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 同時流行時の対応

については、現在検討中とのことでありますが、有

事に備え、現場が混乱しないように各委員会で十分

検討し、最善の体制を整えるように頑張っていただ

きたいと思います。 

 また、８月の臨時議会で新型コロナウイルス感染

症とインフルエンザの同時流行時に備え、一般患者

と発熱外来者を隔離するため、旧リハビリ棟の改修

の補正予算を計上したことは時期を得た適正な判断

だったと思います。 

 次に、インフルエンザワクチンの感染予防接種に

よる効果と当市におけるワクチンの供給量の確保に

ついて伺います。厚生労働省によると、この冬のイ

ンフルエンザワクチンの供給量は約6,300万人分に

なるとしております。国民全員分には及ばないため、

原則として重症化リスクの高い65歳以上の希望者か

ら始めるとしております。ワクチンの接種は、13歳

以上では１回接種を原則としておりますが、医師の

判断により慢性疾患で著しく抗体が制御されている

患者などは２回の場合もあるとのことです。また、

13歳未満は２回接種となります。ワクチンの有効性

ですが、接種した場合としない場合で発病率や重症

化、また死亡についての予防接種の効果はどのよう

に違うのでしょうか。また、コロナ流行当初の頃の

マスクの不足ではありませんが、インフルエンザ流

行の初期に全国の病院に予防接種希望者が殺到する

ことも今年の場合は想定されます。１人で２回接種

を受ける人も増えることも考えられます。このよう

な状況下で当市では十分なワクチンの供給量を確保
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できるのでしょうか、併せて伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） インフルエンザワクチンの効

果でありますが、年齢、本人の体調、そのシーズン

のインフルエンザの流行株とワクチンに含まれてい

る株の合致状況によっても変わるものとされており

ますが、34％から55％の発病を阻止し、約82％の死

亡を阻止する効果があると報告されており、また効

果の持続期間でありますが、一般に接種後２週間く

らいから約５か月間と言われているところでありま

す。 

 次に、ワクチンの供給量についてでありますが、

厚生労働省によりますと昨シーズンよりも７％多い

約3,178万本になる見込みであると発表されている

ところでございます。このような状況にある中、市

立病院におきましては昨シーズン1,265本、2,752名

の方が接種を受けられておりますが、国全体で供給

量の７％増量分が当院にとりまして単純計算ではあ

りますが、100本程度、大人200名分の増量となり、

このことが十分な量であるかどうかにつきましては

今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響も予想

される中にあって判断の難しいところであると考え

ているところでございます。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 発病を阻止する効

果としては、それほど高いと思われませんけれども、

約82％の確率で死亡を阻止する効果があり、免疫力

が低下している高齢者や持病を持っている人、また

小さな子供にとって重症化を防ぐのに非常に有効で

あると思います。日本感染症学会では、新型コロナ

ウイルス感染症とインフルエンザの両方同時流行を

最大限警戒すべきとしておりまして、ワクチン接種

でインフルエンザの重症化による入院を抑え、早期

に治療することで医療崩壊が起こらないようにする

ことが重要としております。10月当初から早めにワ

クチンを接種することで免疫ができ、周りの人にう

つらないので、流行が遅れるという提言もあります。

ワクチンの供給量ですけれども、厚生省では昨年よ

り７％増の3,178万本であり、当市の市立病院では昨

年比200名分増の2,957人分ということでありますけ

れども、新型コロナウイルス感染症とインフルエン

ザが同時に流行するおそれがある今年、これで十分

なのかなというふうに感じるところであります。私

も今までインフルエンザの予防接種を受けたことは

ありませんけれども、今回はこういう状況なので、

予防接種を受けたいというふうに考えております。

少しでも多くのワクチンを確保していただきたいも

のだと思います。 

 続いて、要旨３、インフルエンザワクチンの感染

予防接種に係る当市における費用でございますけれ

ども、接種費用は病気の治療でないため保険が適用

されず、原則的に全額自己負担となりますけれども、

予防接種法に基づく65歳以上の者、定期接種の対象

者については市町村によって公費負担されるところ

もあります。当市の場合、インフルワクチンの接種

費用はどのようになっているのでしょうか、伺いま

す。 

 また、定期接種の対象でない人でも市町村によっ

て独自の助成事業を行っているところもあるようで

す。インフルワクチンの接種率を上げ、コロナと併

発時の混乱を避けるために当市も独自の助成を行っ

てはいかがでしょうか、併せて伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 初めに、例年の当市における

インフルエンザ予防接種の費用についてでございま

すが、定期接種の対象であります60歳から64歳で心

臓や腎臓、呼吸器の機能に障がいがある方及び65歳

以上の高齢者等に対しまして、接種費用3,800円のと

ころ市で2,300円を助成し、自己負担1,500円として

おります。任意接種である中学生以下のお子さんに

対しましては、市独自の施策として１回当たり2,000

円を助成し、13歳未満で２回接種が必要なお子さん

には２回分を助成しております。 

 今年度につきましては、新型コロナウイルス感染

症とインフルエンザの同時流行に備える必要があり

ます。そのためには、インフルエンザの発症及び重
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症化を予防し、市民の命を守るとともに、医療機関

の負担軽減を図るため、インフルエンザの予防接種

を望む方、特に重症化しやすい方にできるだけ接種

しやすい体制づくりを検討しております。 

 そこで、今年度に限り先ほども申し上げました障

がいがある方や高齢者、高校生に相当する年齢まで

のお子さん、妊婦等を対象といたしましてインフル

エンザワクチンの予防接種の自己負担を無料とする

ことをこのたびの最終日の補正予算にて提案を予定

しているところでございます。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 例年、定期接種の

65歳以上の高齢者などや任意接種の中学生以下の子

供などに対しても一部負担金を助成しており、今年

度は特に同時流行に備え、定期接種の対象者である

障がいのある人及び65歳以上の高齢者、さらに任意

接種である高校生以下の子供、妊婦など重症化しや

すい人ができるだけ接種しやすいように自己負担額

を無料とする補正予算を提出しているということで

ありまして、先々のことを勘案し、頑張っているな

というふうに感じます。インフルエンザワクチンの

接種率を上げ、コロナと併発を回避するため、自己

負担を無料化した理由を市民に十分に理解してもら

うこと、今シーズン予防接種の申請期間、さらには

予防接種を受けることができる期間、それから予防

接種の効果、死亡率が本当に少ないという、そうい

ったことを周知し、できるだけ多くの人に予防接種

をしてもらうよう適切かつ迅速な対応をお願いし

て、この質問を終わります。 

 次に、件名２、森林の伐採について、森林の伐採

の現況と災害について、要旨１、美園町の森林伐採

面積の現状と苗木の植林数や植林期間、併せて伐採

したカラマツの処理はどうするのかについてでござ

いますが、本市の総面積は１万2,980ヘクタールで、

そのうちの森林面積は9,472ヘクタール、総面積の73

％を占めております。国有林が1,449ヘクタール、道

有林が4,167ヘクタール、一般民有林のうち赤平市の

市有林が989ヘクタールとなっております。本市の森

林整備の基本方針の（１）、地域の目指すべき森林

資源の姿では、森林整備及び保全に当たっては森林

の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させる

ため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果

たす役割並びに近年の地球温暖化に伴い懸念される

集中豪雨の増加などの自然環境の変化や急激な少子

高齢化と人口減少など社会的情勢の変化にも考慮し

つつ、適正な森林施業の面的な実施や森林保全の確

保により健全な森林資源の維持造成を推進するとあ

ります。市のホームページによりますと、現在美園

町ズリ山近くにおきましてカラマツが植栽後65年が

経過し、伐採時期を迎えたことから、木材などの生

産を行う箇所として赤平市森林整備計画、森林経営

計画に基づき計画的な伐採事業を行っており、伐採

終了後新たにカラマツの苗木の植林を行い、適切な

森林の更新を予定しているとあります。美園町の伐

採された面積、本数はどのぐらいでしょうか、また

苗木の植林は何本ぐらいで植林期間はいつからいつ

まででしょうか、併せて伐採したカラマツの処理は

どうするのでしょうか、伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 当市の総面積でございますが、

１万2,988ヘクタールで、そのうち森林面積は9,472

ヘクタール、総面積の約73％を占めております。森

林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、

木材をはじめとする林産物の供給等、多面的機能を

有しており、国民生活及び国民経済に大きく貢献し

ているところであります。このような機能を持続的

に発揮しつつ、林業の成長産業化を実現していくた

めには、植栽、保育、間伐等の森林整備を適切に行

うことによって健全な森林を造成し、資源の循環利

用を進めていく必要がございます。 

 そこで、当市は、赤平市森林整備計画及び森林経

営計画に基づき伐採事業を順次行っており、このた

びの美園町における伐採においても計画に基づき市

有林の立木売払いを行ったところであります。議員

からのご質問の美園町の伐採面積は7.03ヘクタール

で、本数については約3,770本となっており、また苗
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木の植林の本数は樹種がカラマツで１万1,000本、植

林期間は10月下旬から11月上旬を予定しているとこ

ろであります。 

 次に、伐採したカラマツの処理についてですが、

買受けされた業者の使用用途もあると思いますが、

一般的には直径の大きいものについては一般素材と

して主に輸出や車の部品を梱包する梱包材、小さい

ものについてはチップ材として使用されているとこ

ろであります。今後も計画に基づき伐採、保育、間

伐等の森林整備を適切に行い、資源の循環利用を進

めてまいりますので、ご理解いただければと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 伐採面積は7.03ヘ

クタールと思ったより広く、本数は3,770本で、植林

数が１万1,000本であるということでございます。植

林期間は、10月の下旬から11月の上旬の予定という

ことですが、この時期だと雪が降って積もることも

あります。作業も大変でありますし、苗木がしっか

り根づき、生育するのでしょうか、その辺について

伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） カラマツの苗木の植栽につき

ましては、木が成長を止めている時期において行わ

なければなりません。その時期以外での植栽は、根

つきが悪く、苗木が枯れてしまうことから、この時

期での植栽が最適と考えておりますので、ご理解い

ただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 分かりました。ち

ょっと素人考えで雪が積もったら逆に根が枯れてし

まうのでないかと思いましたけれども、この時期の

ほうがしっかり根づくということを理解しました。

ありがとうございます。 

 続きまして、伐採面積が大きく、かなり急傾斜地

であることから、集中豪雨などのとき崖崩れや河川

氾濫の心配がないのか伺います。また、災害対策や

見栄えの面からも何回かに分けて伐採することは検

討されなかったのでしょうか。森林の持つ８つの要

素の一つとして土壌の保全、土砂災害防止の機能が

あり、地中に巡らされた樹木の根によって土壌を斜

面につなぎとめる能力を持ち、土壌の表面を覆う落

葉や灌木、下草によって土壌の流出を抑え、土砂崩

れなどの災害を防ぐ力を発揮します。そういった形

の中で、伐採箇所は市街地の中心部からも直視でき

る位置にあり、面積も大きいことから、見栄えが悪

いという声も聞かれます。伐採面積が大きく、かな

りの急傾斜地であることから、集中豪雨などのとき

の崖崩れや河川氾濫の心配はないのでしょうか、併

せて災害対策や見栄えの面からも何回かに分けて伐

採することは検討されなかったのでしょうか、伺い

ます。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 森林が持つ役割は、多面的機

能を有しており、８つの働きをもたらしているとこ

ろであり、水源を豊かにし、土砂災害を抑え、人の

心を癒やしてくれるなど人が生きる環境を守るため

に様々な役割を果たしてくれております。しかしな

がら、近年大雨や地震によります山間部の土砂災害

が見受けられ、懸念されているところでもあり、特

に人工林の管理不足といった保育、間伐などがなさ

れず、そのまま放置状態が土砂災害の要因とされて

おります。 

 まず初めに、伐採による崖崩れや河川の氾濫の心

配でございますが、伐採後の切り株を残すことや適

切な管理を行い、土砂流出の防止につながる取組を

行っております。 

 次に、災害対策や見栄えの面から何回かに分けて

の伐採でございますが、土砂災害等を配慮しながら

計画に沿って行っているところであります。何回か

に分けての伐採となりますと、強風や風雪による倒

木のおそれがあることや伐採に伴うコスト面も考

え、総合的に判断し、今回の区域での伐採となった

ところでありますので、ご理解いただければと思い

ます。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 
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〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 土砂流出防止の施

工を行い、適切な管理をしているので、崖崩れや河

川氾濫の心配はないということであります。市民も

安心すると思います。また、何回かに分けての伐採

は、コストが高くなること、強風や風雪による倒木

などによる災害を誘発することも理解いたしまし

た。 

 続いての質問ですけれども、数年前から住吉町や

桜木町でも伐採が行われてきております。今後平岸

から住吉地区にかかる赤平市の国有林、道有林、市

有林、民有林の今後の伐採計画はどうなっているの

でしょうか、伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今後の国有林、道有林、市有

林、民有林の伐採事業計画については、国有林が令

和３年度から令和４年度までに間伐を390.34ヘクタ

ール、道有林につきましては令和３年度から令和７

年度までに伐採を35ヘクタール、間伐を150ヘクター

ル予定しているところでございます。次に、市有林

につきましては、令和３年度に伐採を5.44ヘクター

ル、間伐を令和３年度から令和４年度までに21.12

ヘクタール、また民有林については令和３年度から

令和４年度までに伐採を40ヘクタール、間伐を100

ヘクタール予定しているところであります。計画年

度後は、新たな計画を作成の上、取り組んでまいり

ますが、適正な伐採時期や森林の状況に応じ森林整

備を行ってまいりますので、ご理解いただければと

思います。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 令和３年から令和

７年の間で国、道、市、民有林を合わせますと、主

伐で80.44ヘクタール、間伐で661.46ヘクタールの広

大な面積となります。近年、日本でも広い範囲で集

中豪雨による災害が頻繁に起こっております。東京

大学の教授で気象庁の異常気象分析検討会の会長で

あります中村尚氏によりますと、日本の周辺海域で

は世界の２倍の速さで温暖化が進んでおり、海水の

温度が100年前に比べ1.14度も上昇しており、大気の

中に多くの水蒸気が含まれるようになったため積乱

雲が発達し、激甚化した豪雨災害を起こしやすくな

っているそうです。当市においては、幸い大きな災

害が起こっておりませんが、今後の森林伐採に当た

っては伐採面積が広大であるため豪雨など種々の災

害防止について国、道、民間とも十分に協議し、災

害対策について十分に検討していただきたいと思い

ます。 

 続きまして、項目２、森林の伐採と熊の出没につ

いて、要旨１、相次ぐ森林伐採により熊の生息でき

る森林環境や食料がなくなったことも市街地などへ

の熊の出没回数の増加と因果関係があるのでないか

についてでありますが、森には多くの動物や鳥類が

生息しており、環境に応じ複雑多様な生態系を形成

しております。遺伝子や生物種、生態系など生物の

多様性の保全をしております。さらに、物質生産機

能として木材やヤマブドウ、コクワ、キノコ、山菜、

タケノコなど、森は様々な食料資源を供給し、これ

らを食料として熊や鹿、キツネなど多くの生物が生

息しております。砂川市をはじめ中空知では、今ま

で目撃されなかったところでも熊の目撃が相次いで

おり、４月から７月20日までの目撃数は46件で昨年

よりも20件多く、当市でも５月末から平岸や住吉町、

また７月に入ってはエルム町、住友の食品加工工場

の敷地内、また歌志内への道路、８月の16日には若

木町、また美園町でも住宅地に熊が出ております。

さらに、幌岡地区の林道でも昨年から今年にかけて

多くの熊が目撃されております。道立総合研究機構

の間野専門研究主幹は、熊の個体数が増え、６月か

ら７月は子熊が親離れする時期で人間の生活圏に来

ているのではないかと考えられるとしております。

熊の個体数の増加や親離れの時期に加え、相次ぐ森

林伐採により森林の物質生産機能が失われ、食料が

なくなったことも、また伐採時の作業の音など熊の

生息できる森林環境でなくなったことも市街地への

熊の出没回数の増加と因果関係があるのではないか

と推測されますが、当市の現況について伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 
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〇市長（畠山渉君） 森林の伐採と熊の出没につい

てでございますが、近頃近隣の市町村における熊の

目撃情報が多く、テレビや新聞報道にも取り上げら

れ、当市においても８月末現在17件の目撃情報が寄

せられ、過去５年間の平均年４回を大きく上回って

いるところでございます。今までは、山裾や林道内

等での目撃情報が多く寄せられておりましたが、最

近では食品加工工場の敷地内や一般住宅などに出没

し、食品の生ごみや畑の作物を目的として同じ場所

に数回出没する傾向があり、また親離れをした個体

が縄張をつくるために広い範囲で行動している可能

性も考えられ、出没範囲も若木町やエルム町といっ

た地区にも広がり、今では赤平市全域に生息してい

るものと考えております。 

 森林伐採による出没回数との因果関係についてで

すが、特に熊が好む食料は主にヤマブドウやコクワ、

ドングリでありまして、今回伐採された場所の樹種

は人工林のカラマツとなることから、熊が好む食料

はなく、また作業による重機の騒音などは一時的な

ものであり、特に因果関係はないと考えております。

ヒグマの食性は、春から秋にかけて植物、昆虫類、

果樹類といった雑食性でありますが、人里への出没

は食料が少なくなる夏の時期や縄張などによること

も考えられると思います。 

 以上、よろしくご理解賜りますようお願いいたし

ます。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 一般的には、因果

関係があるのではと思いがちでございますけれど

も、今回は人工林のカラマツで熊が好むヤマブドウ

やドングリなどが少なく、作業も一時的であり、全

くないということではないと思うのですけれども、

大きな要因ではないということを理解いたしまし

た。 

 次に、当市では、熊との共存を含め被害防止のた

め現在どのような対策を取っているのでしょうか、

また今後どのような対策を考えているかについてで

ありますが、777段のズリ山階段には結構車が止まっ

ており、階段を上りに来ているようです。滝川市の

知人が上りに行きたいが、熊が出ると怖いので、行

くかどうか考えているというお話でした。先日現場

を見てきましたが、階段の上り口に熊出没注意の小

さな看板がありました。階段の上り下りの途中で熊

に襲われたら、逃げ場がないなというふうに感じま

した。また、エルム高原でございますが、地元の方

の話からキャンプに来たキャンパーが付近の林道を

散策しているというお話を聞いて危険だという話を

聞いております。ズリ山階段は、熊が出没した住友、

弥栄町や山手町、美園町とすぐ近くであり、もっと

大きな看板で鈴などの音の出るものの装着や匂いの

出る食べ物を持参しないことなど注意書きが駐車場

にあればいいなと思い、帰ってまいりました。先般

長野県の松本市のキャンプ場で散歩中の女性が襲わ

れ、頭にけがを負った例もあります。幌岡林道の奥

でも熊の目撃情報があり、ここにも大きな注意書き

看板が必要だなというふうに感じたところでありま

す。このことを８月中旬担当課にお話ししましたと

ころ、下旬には２か所ともに新たな看板が設置され

ました。本当に迅速な対応で、危険回避の対応につ

いて高く評価したいと思います。間野主幹は、熊が

住宅地など人の多い地域に出てきたときは深刻な事

態になる、熊に対する専門家の養成と複数の自治体

や組織などによる防災体制の構築が待ったなしで必

要であるとしております。当市もまさに待ったなし

の状況であると思います。当市では、熊との共存を

含め被害防止のため現在どのような対策を取ってい

るのでしょうか。砂川市では、熊の出没現場の付近

にセンサーで音と光を出す忌避装置や特殊な音波を

発信する鳥獣駆逐装置を購入し、設置したとのこと

です。777段のズリ山階段やエルム高原キャンプ場付

近にこれらの装置を設置したほうがよいのではない

かと考えますが、当市は熊との共存を含め被害防止

のため今後どのような対応を考えているのか伺いま

す。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 先ほど答弁させていただきま
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したが、当市においても８月末現在に17件の目撃情

報が寄せられ、過去５年間の平均年４回を大きく上

回っているところでございます。現在当市の対応と

いたしましては、現地を確認し、注意喚起の看板設

置、住民や関係機関への周知、ホームページ、さら

には９月号の広報による熊出没箇所の掲載などを行

っており、地元猟友会とのパトロールや赤歌警察署

と連携を図っているところでございます。特に春の

雪解け後、毎年住吉から平岸の林道入り口や777段の

ズリ山階段入り口にも熊の注意看板を設置し、注意

喚起を行っておりますが、今年に入り、エルム町の

道路において２度の目撃情報があったことから、共

和、幌岡、エルム町、大谷沢の５か所の林道入り口

にも注意看板を設置したところであります。 

 また、議員よりご指摘がありましたごみ捨て厳禁

ですとか、音での人の存在を知らせる注意事項の看

板等も追加し、ズリ山階段入り口に設置したところ

でございます。センサーで音と光を出す忌避装置や

特殊な音波を発信する鳥獣駆逐装置につきまして

は、有効範囲が50メートルであるため、777段のズリ

山とエルム高原キャンプ場では広範囲となりますこ

とから、設置する場所が困難というふうに考えてお

ります。当市といたしましては、熊を寄せつけない

ためにごみの処理や音での人の存在など未然に防ぐ

対策とともに、今後も注意喚起を行ってまいりたい

と考えておりますので、ご理解いただければと思い

ます。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 事故が起きれば、

777段の階段もキャンプ場も閉鎖しなければならな

いことになります。そのようなことがないように、

担当部署と協議をしっかりしていっていただきたい

なというふうに思います。今のところは、キャンプ

場は出ていないということなのですけれども、そう

いったことも関係部署と今後どうするのか協議をし

っかりしていただきたいなというふうに思います。

特にキャンプ場が閉鎖になれば、営業収益が減少し、

厳しい決算になりかねません。 

 参考までなのですけれども、先ほど50メーターで

広範囲ではというようなことですけれども、農家に

熊がどんどん出没したような場合ですけれども、先

ほどの忌避装置、モンスタービーム、これを砂川で

は４基を100万円で、さらに特殊な電波を発信する鳥

獣駆逐装置、バリアトーン３基、これは100万円で購

入ということでございました。電源は、バッテリー

を使用していてクーラーに入るというふうなことで

ございます。当市の担当者がこの機械を砂川市まで

早速見に行ったということで、本当に一生懸命やっ

ているなというふうに感じます。また、子どもの国

では、熊の対策として毎朝花火を打ち上げていると

いう話も伺っております。 

 赤平広報９月号に林業係の秋は熊に注意をしまし

ょうとＡ４紙面全面を使用した記事が掲載されまし

た。熊の被害防止に向け、市の担当職員が誠意を持

ってやっているなということが伝わってくる広報の

記載でありました。今後とも熊による悲惨な事故が

起きないよう十分な対応をお願いいたしまして、私

の本日の質問を全て終わりにいたします。 

                       

〇議長（若山武信君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ３時５７分 散 会） 
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